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午前10時00分 開議 

○議長（加賀 博君） 

 御案内の定刻になりました。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから継続会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

◎日程第１・一般質問 

○議長（加賀 博君） 

 日程第１・一般質問を行います。 

 一般質問は、通告順位に従いまして順次許可することにいたします。 

 最初に、通告順位１番の27番・石崎たか子議員の質問を許可いたします。 

○２７番（石崎たか子君） 

 おはようございます。 

 議長の許可がありましたので、大項目２点について質問をいたします。 

 まず第１項目めは、火葬場決定に係る原案説明結果はについてでございます。 

 去る８月31日午後２時より、お題目の都市計画の説明会がありました。市の火葬場計画の説

明会の後、10名の意見陳述が行われ、終わって再び市の方針説明がありました。この説明会は

原案説明であって、既にプロポーザル方式で設計業者も決まって本格設計と言われているとき

に、今さらの感が拭えませんでした。この説明会をもっと早く選定時に開催するものではなか

ったでしょうか。 

 陳述者の中で、最初に２万平米ありきで、後に火葬場、駐車場、そしてセレモニーホールを

つけたと言われましたが、不自然なこの火葬場問題については、私は幾度となく質問をいたし

てまいりました。 

 ６月議会で、全市民に建設計画や実施計画の説明会はいつ行うのかと私が質問いたしました

ことに対して、環境影響調査結果報告以外、今後は他の公聴会、説明会は予定していないと言

われました。その場でも、セレモニーホールは地元の要望であった、特別委員会で必要な式場

と位置づけたとの答弁でございました。８月31日の説明会については議会でも問題になりまし

たが、住民の要望でということで、では議会とは一体何であるのか、議会軽視と思わずにはい

られませんでした。31日の説明会においでの300名近い出席者のうち、私の座っていた席の近

くの人たちが口々に市に対し不満の声を発しておられました。８番目の意見陳述者が言われた

「大多数の議員さんが公開質問において一緒の答え、議会審議がされているとは思えない。議

員さん、もっと頑張ってくれ」の言葉が今も耳を離れません。 

 私たちは、４町村合併の折にも本当に苦い経験をいたしております。今も尾を引いているわ

けでございます。10名の陳述の方々も、火葬場建設にはだれも反対をされておりませんでした。

場所選定とセレモニーホールの併設を多くの住民が反対しており、その中で強引に進めば、将

来において禍根を残すことにもなりましょう。議員の責任として、合併時の轍をもう二度と踏
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みたくはありません。 

 では、まず８月31日の状況報告をしていただきたいと存じます。 

 それから、今後の都市計画決定に関する手続として、10名（賛成３名、反対７名）の陳述を

どのように反映していかれるのか。また、陳述を聞かれた市長は陳述者の質問に一言もお答え

になりませんでしたが、どのようにお感じになられたか、２点を市長にお尋ねいたします。 

 ２項目めは、災害に対する備えは大丈夫かについてでございます。 

 過日、岡崎市や一宮市など、東海豪雨以上の被害が出ておりました。先般の議会でも質問が

あったかと思いますが、市では災害に備えて、それ以後の備蓄品の増量と、全市を総合して１

人当たりの備蓄としてはどれくらいになるのか、お尋ねをいたします。 

 以下、自席にて質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 市長の方へお名指しで質問でございますが、状況の関係につきましては私担当の方からお話

をさせていただきたいと思います。 

 ８月31日午後２時から午後４時40分まで、佐屋の公民館の１階のホールにおきまして、津島

海部西部都市計画火葬場の決定についてに係る都市計画の原案に関する説明会をさせていただ

きました。その状況でございますが、参加者はおおむね270名、市側は市長を初めとして35名

出席をさせていただいた中で行わせていただきました。これにつきましては、広報等でも御案

内を申し上げてございますが、８月６日から８月20日まで都市計画課において閲覧をしていた

だきまして、意見陳述の提出も同期間としてお求めをしたものでございます。議員も質問の中

で言っておみえになりましたが、20名の方の陳述書の意向が提出をされまして、そのうち、先

ほど申し上げましたような、説明会の開催事務処理要綱の第７条２項において、類似性等、地

域性等、そういったものを考慮させていただきまして、10名の方に意見陳述をいただいたとい

うのが現状でございます。よろしくお願いをいたします。 

○市長（八木忠男君） 

 おはようございます。 

 石崎議員の質問にお答えをいたします。 

 今、部長の方から開催の内容につきましては御説明を申し上げました。私の方からは、市長

の感想はというようなことでございます。 

 それぞれ説明を申し上げましたように、賛成・反対の皆さんの20名の方から陳述書のお申し

出があったわけでございまして、その中の比率によって３名と７名の方に陳述をいただいたと

いうことであります。そうしたことで、公の場でこうした陳述をしていただき、御意見を承っ

たこと、大変よかったと思っているところでございます。そして、内容につきましても、多く

の皆さんの御参加をいただいて、パワーポイントなどで一連の経過などは御説明を申し上げ、

この場においての、施設の種類、名称、位置、区域の定めをする内容の説明でございますので、

皆さん方からいただいた陳述内容などは、今後の県当局とも案を作成する中で、どれだけ反映

できるかというような内容についても精査をして進めてまいりたいと思っているところであり
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ます。 

 この斎苑事業につきましては、今後、詳細設計などを進めていくわけでありますけれども、

今般の御意見も十二分に留意をして検討してまいりたいと思っております。今まで数々地元の

皆さんなどにも御説明を申し上げてきたところでございますし、今後も私どもの説明責任を果

たしながら進めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 私の方からは、市が保有しております備蓄品についてお答えをさせていただきます。 

 初めに食品関係でございますが、飲料水を含めまして５種類の備蓄をいたしております。こ

れは平成19年度末の数字でございますけれど、品名といたしましては、乾パンが2,000食、サ

バイバルフーズが７万2,780食、アルファ米が１万1,400食、クラッカーが3,640食、飲料水で

ございますが、500ミリのペットボトルが3,230リットルとなっております。そのほかの主なも

のといたしましては、毛布が5,613枚、舟艇が37艇、船外機が８台、あと災害用の移動炊飯器

が13台、組み立て式トイレが31基など、合わせまして30種類に及びます資機材を備蓄いたして

いるところでございます。 

 なお、今年度以降も許される範囲内におきまして非常用の備蓄食料とか、あと資機材等も計

画的に備蓄をしてまいりますけれども、市内の自主防災会とか、あと町内会におきましても備

蓄もしていかないかんなあというようなことも聞いておるところでございます。また、既に配

布をいたしております防災マップにも、持ち出し品のチェックリストとか、また備蓄の目安等

もうたっております。万一災害が発生すれば、公助だけでは限界がございます。お互いに自

助・公助・共助の心構えで、市民の皆様方にも御協力がいただきたいものと思っております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 御答弁ありがとうございました。 

 まず第１項目めでございますが、この意見陳述希望者、先日の議会においても、立田の方を

どうして出さなかったとか、いろいろ意見があったかと思うわけでございますが、先ほど市長

も言われましたように、公の場であれだけ勇気を持って言われた、特に反対する方の陳述がひ

しひしと胸に、もう本当に胸が熱くなる思いで聞いておりました。 

 それで、今後の検討課題とか、いつもの御答弁、多分市長さんはそのようにおっしゃるんじ

ゃないかということで思いましたが、火葬場建設の見直しを言っている人たちに、たくさんし

ゃべらせておけばいいと、そんな疑問も思ったわけでございます。どうぞそういう意見を、今、

精査してやっていくということで、私も真摯に受けとめさせていただいて、見直しされること

を特に望んでいる次第でございますので、よろしくお願いいたします。 

 その状況説明の中で、建設部長は31日に、セレモニーホールは平成18年10月に建設を検討、

今、６割がセレモニーホールを利用されているし、火葬場と併設されていると言われました。

市民のだれが、セレモニーホールを必要とだれが言ったかと、今も疑問が残っています。特別

委員会議事録にもありましたが、市は「地元」と言われたり「地権者」と言われたり、そして

「市民の声で」と言われておりますが、アンケートもとられないで、市民の声を全く聞いてお
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られないというふうに理解をいたしております。 

 そして、西保町あたりは市の基本計画では産業ゾーンになっておりますよね。愛西市の南の

玄関口でもあります。10名の陳述者のうち、特に賛成者のお言葉でありましたが、旧立田と八

開は農業振興地であるので火葬場の建設はできないと言われました。それならば、旧佐屋の西

保町も農業振興地ではありませんでしたか。同条件ではありませんでしょうか。いわゆる額縁

道路の工事中に、あの工事の中でパイプラインの移動をされたりの経費が余分にかかっている

のではないでしょうか、お尋ねをいたします。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 ただいまの議員の御質問でございますが、農業振興上の問題ということでいろいろ検討をさ

せていただいております。その中で、今議員が言われましたように、確かに農業投資は各地区

で行っておりますが、今現在の状況を眺めていただきますと、立田地区に関しましてはハウス

とかいろんな投資、個人の投資もされている部分もございますので、そのような観点からいろ

いろあの５項目を検討させていただきまして、この地区に決めさせていただいております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 それならば、何名かの反対陳述者の発言があったように、安いからセレモニーホールを併設

されるということですが、このセレモニーホールをどのような形式で運営していかれるのか、

今まで一度もきちんとした説明を聞いておりません。直営にされるのか、はたまた指定管理者

にゆだねられるのか、方針をお聞かせ願いたいと思います。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 このホールの使用の方法でございますが、以前にも市長の方からもいろいろと答弁させてい

ただいております。今の市の考えといたしましては、ホールを貸し館方式にいたしまして、施

主の方にホールを借りていただきまして、中の運営につきましては、施主の方の御希望の葬儀

屋さん、こちらの方にお願いをして使っていただくなり、個人、自分でやっていただくという

ふうに考えております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 そうすると、貸し館ということは直営ではないのですか、だれかに管理を任せるとかという

ことで。例えば業者が使われた、じゃあどこかが悪くなった、柱だ、壁が傷ついた、そんな場

合はどのようにされるのでしょうか。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 使用に関しましては、今、各施設でも使用の願いを出していただいているときに、そういう

公共施設の使用でございますので、大きな被害とか、そういう傷をつけたりとか、いろんな制

限がございます。ですから、そのようなことにもたれまして、使用者が責任を持って使ってい

ただく。あくまで個人の方に貸し出しをいたしまして、その施主の方が業者なりを入れて使っ

ていただくというふうに考えております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 そうすると、個人の方に貸し出すということは、市直営でやられるお気持ちでしょうか。 
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○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 この直営と言われるのがちょっと私は理解できないんですが、ほかの施設におきましても、

会議室等におきましても個人の方がお借りをされて、それで自分に使われて後を片づけて帰ら

れる、このような考えでございますので、直営と言えば直営になるかと思います。 

○２７番（石崎たか子君） 

 じゃあ、指定管理者とか、どこかの業者に任せるということは決してないわけですね。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 この件につきましては、建物全体、ほかの火葬施設とか待合施設、いろいろございます。で

すから、そういうものも踏まえまして、今後、指定管理にするのか、委託で管理をしていくの

か、これから検討するという課題になっております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 それはでも、もう建てると決められた以上はそこら辺まで詰めて、前の御説明では大きい部

屋を10万とか、関市もそのような、５万円ですか、それだけを市にまず貸し館として入れて、

あとは勝手に個人の方が使いなさいと、好きなところを呼んでいらっしゃいという形式で、あ

くまで、これも検討課題になるんですか。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 セレモニーホールにつきましては直営ではできないと思っております、運営とかで。ですか

ら、その使用につきましては、それぞれ今個人の方におきましても、家庭でなされる場合にお

いても、業者の方を頼まれて、司会とかいろんな格好で頼まれてみえる部分もあると思います。

ですから、そのような格好で、家でやられるかわりにそのホールをお貸しして、そのような方

法で使っていただくというふうに考えております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 今、市民の方が理解されているのは、あそこでやると10万円と５万円でできると。安いよと。

だけども、私どもの方だと２万円で借りられるのに、花だ、お寺さんだ、いろいろ要るわけで

すけれども、それも超越しちゃって、安いよというのだけ入っちゃっているわけでございます

ので、その辺のところを、あと今、まだ検討だ、直営ではないと今また言われましたね。直営

ではできないと、セレモニーは。ということは、もう指定管理か業者に任せるしか仕方がない

のじゃないんですか。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 先ほどから御説明をいたしておりますが、施主の方にホールを借りていただきまして、その

ホールの使用方法につきましては施主の方にお任せするという格好で考えております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 もし指定管理者とか任せる場合、また市の負担額とか使用料などの、またこれも早急にそれ

ではもう決めていただきたいと思うわけでございますが、やはり建設も業者に任せてしまえば、

市の方には貸し料の10万か５万という、例えば今までに言われた金額でございますが、もしそ

うなりますと、５万、10万で、前からもペイはできないと。建設した、ペイはできないことを、
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あえて民間に任せるべきものか、そうしなければいけないのじゃないかということを言い続け

てまいったわけでございます。民間でできるものは民間に任せる、行政でやるべきことのみや

るということでございますが、あえて市長は建設されるお考えでいらっしゃいますか、お尋ね

します。 

○市長（八木忠男君） 

 今、担当、今後の具体的な内容につきまして考え方を御説明申し上げました。私どもこれか

ら、先ほど申し上げました詳細設計などを進めるについて、検討委員会、あるいは特別委員会

にも御提案、あるいは御相談申し上げながら進めていくところであります。このセレモニーホ

ールにつきましても、先ほど申し上げました、平成18年10月に私ども市の考え方として併設建

設を御提案申し上げ、その後、地元の皆さん、あるいは地権者の皆さんの意見もありましたと

いうこと、６月のこの答弁の中で私の至らないところで補足説明として、検討委員会、そして

特別委員会の場で最初にお願いを申し上げたということもお答えをさせていただいているとこ

ろであります。 

 セレモニーホールの内容、運営につきましても、これも担当が申し上げました。今皆さん方

がそれぞれ民間、あるいはお寺さん、コミュニティー、集会場などなどで御利用いただいて実

施をしていただいております内容と具体的な内容についてはそんなに変わらないと判断をして

おりますが、そうしたことで、施主の皆さんのいろんな意向もおありでしょうし、そうしたこ

とで業者さんもたくさんあるわけであります。そうした考えの中で、これは施主さんの御判断

で御利用の内容についてはそれぞれ検討していただくということで、あくまでも貸し館的なと

いう考えで今はいるわけでございまして、今までもお答えをしてきました、いろんなところへ

地元の皆さんも視察に行っていただきましたが、まだ先進地はあるわけでございますので、こ

れからも見ていただくといいかなというところもあります。自分としてはもう８ヵ所ほど、県

内・県外、そしてセレモニー併設、そうでないところ、視察をしてまいりました。近江八幡市

だけが併設されておりませんでした。あとは飛島、安城、関、海津、安八、揖斐、そして野州

川など視察をしてまいりましたし、いろんな勉強もさせていただきました。すべて新しいそう

した建設されたところは併設であります。今の社会状況、あるいは生活環境の状況などもおっ

しゃってみえました。 

 駐車場の件も、皆さん方に御提示申し上げた数字はあくまでもその施設の数字ということで

ありまして、お邪魔して近隣の道路に迷惑、あるいは他に駐車場を用意して利用していただい

ているというお言葉もいただいてきているわけでありまして、私どものこの併設の駐車場が大

きいという御指摘でありますけれども、いざ御利用いただく段階で、近隣、あるいは地元の皆

さんに少しでも迷惑にならない、そんな施設にしてまいりたいと思っておりますし、これから

具体的な実施計画を進めていくわけであります。いろんな検討・協議を特別委員会、検討委員

会の皆さんにも御提示申し上げ、進めてまいりたいと思っております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 御答弁ありがとうございました。 
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 あくまで貸し館ということですが、これは突然にお亡くなりになった方があって、頭が多分

親族は真っ白だと思います。そんなときに、はい、どうされますか、あなたのいいところでと

いうか、それも何か、大丈夫なのかなというのが今ちょっとよぎったんでございますが、ここ

ら辺をもう少し煮詰めていただきたいし、箱物としては、親水公園にある体育館にしましても、

18年度の使用料などの収入が1,400万、普通でも1,200万から1,000万のこともあったというこ

とでございますが、維持管理と償還金、合わせて１億7,700万もかかっているわけでございま

す。それで、飛島、弥富さんとか、経済上、財政指数の高いところならばこれは何も文句も言

いませんし、大きくやっていただきたい気持ちはいっぱい持ってございますが、将来的に愛西

市を考えますときに、これではどうかということで、今、問題提起をしているわけでございま

す。 

 陳述者の方からも、155号線上に都市ガスがあるからと西保町に決定の第１条件であった燃

料については、その後いかになったかお尋ね申し上げますとともに、火葬炉について、炉は４

基は多いとの意見が意見陳述の中にもあったわけでございますが、現在、津島市が６万5,000

人と旧佐織の方々２万5,000人ぐらいとしますと、９万近い方で３基の炉で行っておられるわ

けでございますが、将来、愛西市は５万五、六千に減少していくだろうということでございま

すが、３基でもよいのではないかという意見についてはどう思われましたか、お尋ねをいたし

ます。 

○副市長（山田信行君） 

 燃料の関係にまずお答えをさせていただきます。 

 火葬炉の燃料につきましては、地元説明などの早い段階のときには、やはり都市ガスの輸送

管が155号に埋設をされているというところから、大きな選択肢として考えてまいりました。

要は、ガスというのはクリーンなエネルギーであるということからも、できることなら本当に

導入をしたい、そういう意気込みでこれまでも東邦ガスと折衝とか交渉してまいりましたとこ

ろでございます。そういうことからも、地元の皆さん方、今回の意見陳述の中でも、ガスの燃

料から決まったんではなかろうかという御意見が数人の皆様からございました。要は、予定地

を選ぶ上での選択肢の一つということで、私どもは燃料による公害のなさ、そういったものを

重視して説明申し上げてきたのは事実でございます。 

 しかしながら、それ以降いろいろと協議やら折衝を進めてまいりましたところ、最近になり

まして東邦ガスから回答が参りました。その回答の中で大きな問題点が指摘をされておりまし

て、要は、その輸送管から引き込むに当たりましては、大きな設備投資だとか、工事のための

経費が相当莫大にかかるという試算がなされまして、これは私ども断念せざるを得ないような

今状況にあるわけでございます。今後、検討委員会だとか特別委員会、こちらの方へ御報告を

申し上げ、その場で御協議をいただいた上で、市としての最終的な決断をする今段階に至って

いるということでございます。 

 そして、火葬炉の数の関係も御指摘でございましたけれども、こちらの方につきましては、

既に皆さん方には基本計画の段階で、試算、ちゃんと根拠のある試算をもとにはじいた数字で
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ございまして、特にこれは将来に向けて必要な炉の数だと考えております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 今傍聴されておられる西保団地の皆さん、この東邦ガス、引き込む、私も最初から永和でで

きないかと課長さんに申し上げたら、あそこはガス管がないからだめだということで言われて

断念をした経緯がございまして、最初からこれは減圧ですか、かけなきゃいけないとだめじゃ

ないかといいながら、なぜ、あの五つの表ですね、すぐ回収されましたが、なぜあの中でここ

だけが都市ガスがあるよということのお示しになったのか。これはすごい重大な責任がありま

せんか。前回、６月では、私が再度申し上げたときに、市長が選択肢の一つであると、そうい

うふうに言葉を濁していらっした。ああ、これはもうできないんじゃないかなと。何億もかか

る減圧をしてまでなぜあそこの、じゃああそこの場所じゃなくてもよかったのじゃないかとい

うことで、住民の皆さんにどのように、特に西保団地の皆さんに申し開きをされるのか。今、

初めて副市長さんから、おわびも何もございませんが、報告をされたわけでございます。 

 そして、もう一つ大事なことでございますが、漏えい問題でございます。 

 さきの臨時議会で市長、副市長は減給処分が決まりましたが、去る７月28日、地方公務員法

違反、守秘義務違反で津島署は告発書を受理されております。その後の警察の取り調べについ

ては何も聞かされておりませんが、その後どうなったか、お尋ねいたします。 

○副市長（山田信行君） 

 ただいま御意見、御質問のございました関係でございますけれども、この関係、既に皆さん

方もよく御存じのように、全員協議会の場で情報公開請求者の方のお名前を出したこと、また

それ以降、メールをいただいた方のお名前を出したこと、この２件に関しましては、相手方の

御本人にも謝罪を申し上げてきたわけでございますけれども、そして関係職員にも訓告などの

処分がなされてきたいきさつは御存じのとおりでございます。しかしながら、今回このような

告発のことに至りまして、私ども議員の皆様を初め関係の方々に御迷惑をおかけしていること、

本当におわびを申し上げる次第でございます。 

 そこで、この火葬場の都市計画決定と、今回、あわせて漏えい問題をお尋ねでございますが、

私どもこの二つの関係は個々別個の問題だととらえております。そういった関係で、都市計画

決定にこの漏えい問題が影響を及ぼすとか、そういうことは考えておりませんので、あしから

ず御了承いただきたいと思います。 

 それで、７月に告発を受けまして、関係職員が、既に事情聴取を受けた者だとか、まだこれ

から受ける者、それぞれございますが、いずれにいたしましても、個々が事の経緯を正確に述

べてこよう、そういうことで今臨んでいるところでございます。そして今の気持ちといたしま

しては、その事情聴取の結果を踏まえまして、正しい判断がなされるよう今願っているところ

でございます。以上でございます。 

○２７番（石崎たか子君） 

 私は、その処分というか、決まってからの減給でも本当はよかったんじゃないかなという感

がいたしておりますが、そこで忘れていけないことは、漏えいされた２人に対する謝意ですね。
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謝ったから済むもんじゃない。お１人の方は、わざわざおうちまで出向かれちゃったというこ

とでございます。そしてもう１人の方は、新聞紙上では、市役所へ来てもらったところでわび

たということでございます。御本人が31日の陳述のときにも、その問題には触れず、何も言わ

れませんでした。すごい立派な方だなと思ったわけでございますが、１名の方は１年２ヵ月も

立場や周囲の状況を感じ取って悶々とされていたと思います。意を決して申し出た人の精神的、

そして人権的な苦痛に対して、市は慰謝料というか、例えばどんな責任をおとりになるおつも

りでいらっしゃるか、お尋ねいたします。 

○副市長（山田信行君） 

 そういった関係も含めまして、今後の結果を見た上で、考えるべきことがあれば考えていき

たいと考えております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 本当はすぐにされるべきだったと思います。市長、副市長が減給分に値しないとは思います

が、きちんとした心のぬくもりのある謝罪をしてあげていただくことをお願いいたしておきま

す。 

 続きまして愛西市斎場の問題についてでございますが、後戻りをいたしますが、去る６月議

会の折、今、きょうちょうど議事録をいただいたので、慌てて少しそのところを読んだわけで

ございますが、永和の改築はできるということで、副市長さんが「県の許可は要らずに、そう

いうことを現敷地内でやればできることは承知しておりますが」ということでお答えになって

おります。はっきりと私も聞いたわけで、傍聴者の方もその折には聞いていらっしゃると思う

んですが、そのときに副市長はまじめに正確なお答えをされたまま、そのまま放置されており

ますが、このままでは市民を裏切ることになりますが、副市長のお気持ちはいかがでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 そのとき私がお答えしたのは、きっとその手続が要らないという関係では、現在、あそこの

敷地が1,560平方メートルだったと思っております。その範囲内での改築、改修、そういった

ものであれば何らそのままできるということで申し上げたことで、もし誤解を受けておるんで

あったらば、おわびを申し上げます。 

○２７番（石崎たか子君） 

 それで後の説明でも、市長の気持ちがあれば少し駐車場のあれもできるというようなことも

ありますが、そこで、この図面を６月17日の特別委員会の折に、これは愛西斎場の周り220メ

ートルと、そして63軒の図面を出されたんですが、じゃあこれは何のために作成されたもので

しょうか。住民の方からこれは何のためだということも聞かれましたので、私は返答ができま

せんでしたので、振り返りますが、この場でお聞かせください。 

○副市長（山田信行君） 

 その関係については、私が先ほど申し上げましたように、現敷地内での改修ならば何ら問題

ないんですけれども、要は、私ども既にホールを併設するという考えのもとに臨んできてまい

りますので、ホールを併設するということであれば、当然、今の敷地内では全く考えられない
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ということで、皆さん方に参考までに、現在の敷地境界から220メートルの範囲内でも約60世

帯から70世帯の方がその範囲内にかかるということで、当然そこを私ども式場をつくるという

ことになれば拡張しなければなりませんので、拡張するとなれば、もっとそれ以上の影響、同

意をいただかなければならない住宅があるという目安にするための参考資料としてお出しをし

ているわけでございます。 

○２７番（石崎たか子君） 

 それならばそれで、新築のあれじゃないんでしょうか。これはただのこれを打ち消すための、

これだけの1,546に対してじゃないんでしょうか。もし出すとしたら、この駐車場なり何なり

新築の図面を出さなきゃいけないわけであって、これはあくまで本当にいわゆる偽造じゃない

かということであります。 

○副市長（山田信行君） 

 現在地を拡張しようとすれば、もう東側は津島市ですので、西側へ拡張するしかないんです

よ。それに、現時点でそこでの拡張は私ども計画をいたしておりません。ですから、拡張する

とすればそれ以上の大きな影響が出るという、簡単に目安がつく、そのもとになる資料として

お配りをいたしました。 

○２７番（石崎たか子君） 

 私は東へとは言っておりません。西の方、ちょうど駐車場に遭う3,000平米ですか、その方

たちには本当に40年、40年の余になりますか、苦しい思い、田んぼをやるとか畑にされたりで、

苦しいその気持ちをわかってあげてほしいことも申し上げました。駐車場だけふやすんならば、

この中で改築して、それは許されるということで県の方からも聞いております。だから、これ

は本当に私とその方に言わせれば、公文書偽造だということで言われております。本当にきち

んとした名目でこういうものは出していただきたいことを、当局としては大きなミスをされた

のではないかということでいるわけでございます。この場面で、改築だけだったら、こんなも

のは要らなかったはずだと思うんです。 

 また、民間でできるもの、本当に望んでいる、皆さんきょう傍聴されている方も火葬場と待

合所だけでいいということでございます。去る７日にも、西保団地の皆さんは旧佐織でデモ行

進をされております。９日の新聞の尾張版で大きく載っていたわけでございますが、９日の議

案質疑にも、私たちのところですね、一緒に、私の議員生活で初めてでございますが、西保団

地の皆さんが最後まで傍聴されておりました。こんなことは本当に、一緒に勉強させてもらい

ますと言われた。ただの反対じゃなくて、それ以上に、市のことをもっと知ろうとしていらっ

しゃる皆さん、本当に成長されているんだなということをつくづく思ったわけでございます。

外部からも愛西市は何をやっているのかということを言われますが、もしこの西保団地の皆さ

ん、今後もやるということで大きくなっていくと思いますが、市長は本当にこのままいかれる

おつもりですか、お尋ねします。 

○市長（八木忠男君） 

 これは今までも皆さん方に御答弁、御回答を申し上げてきております。私どもの考え方をお
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示ししながら、多分そうであろう、私はもう両親を送り出しましたので、私どもを送り出して

くれる次の世代、そしてその子々孫々次の世代までもそうした皆さん、当然６万7,000のすべ

ての皆さんがお世話になる施設でありますので、そうした考え方の中で、あってよかったなと

思っていただける施設として建設を進めてまいりたいと思っております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 ありがとうございました。 

 過日、せんのときも申し上げましたが、東京ではもう３割から４割の方が葬儀・告別をしな

いで、病院、ホームから直葬がふえているということで、愛西市も間々あったようでございま

す。病院やホームからうちに帰ることなく直接火葬場に運び込まれる例があって、私たちの時

代を境に、この先、無宗教論者というのでしょうか、遺体を物に扱いをされるということで、

寂しいときが来ると思っております。だから、重ねて市長には見直しをぜひお願いしたいと思

っております。 

 それから、斎場関連の事項になるということで最後に通告に書かせていただきましたが、た

だいま大井町では高齢化が進み、お葬式を遠くまで送りに行けなくなったお年寄りが近くで見

送りできるようにと、ふるさと事業の公民館備品として祭壇の補助を市に、４月初めですか、

総代さんから申し込まれたとのことでございますが、市では今までの４ヵ町村合併のときの規

定にもないといって断られたそうでございます。これまでに前例がないということで、祭壇は

宗教も何も関係ございません。前例がないと言っていては何も前に進めないわけでございます

が、こういうこと、みんなでなるだけ近くで、足が悪くなった、その遠いセレモニーホールま

で行けないという方々のために、こういうことも取り上げていったらいいんじゃないかと思う

んですが、いかがでしょうか。 

○企画部長（石原 光君） 

 ただいまの関連質問でございますけれども、議員が申された事業の関係につきましては、今、

愛西市で進めておりますふるさとづくり事業助成金の関係だというふうに承りました。それで、

集会所、公民館の備品につきましては、いわゆるその施設の管理運営をするための備品購入、

これは毎回、総代会の場で、総代会の方にもきちんとその対象事例的なものを申し上げておる

つもりでございます。例えば会議用の机だとかいす、それからその施設の調度品といいますか、

そういったものも関連するわけでございますけれども、そういったものを現行、ふるさと事業

の対象として今進めておるわけです。 

 それで、御質問の祭壇の購入につきましては、これは５月に総代さんも窓口へお見えになっ

たということは担当の方からも聞いておりますし、今の現行の要綱といいますか、制度の取り

扱いの中では、それを助成対象とする考えは持ち合わせておりません。現状の要綱の中で今後

も進めたいというふうに考えております。 

○２７番（石崎たか子君） 

 私どものところでは、寄附をいただいて、もう古くはなっておりますが、大井の場合は貸し

出しをされて、それが壊れて、運ぶうちにということで、今度立派なのを購入されるわけでご
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ざいますが、ぜひ、ないからじゃなくて、皆さんが本当にこぞってお葬式の見送りができるよ

うな、その優しい心も市の方で持っていただけたらと思うわけでございます。また御検討をお

願いいたしておきます。 

 続きまして、災害の備えは大丈夫かについてでございますが、先ほど部長さんより備蓄品の

説明がありました。１人に１食当たるのはサバイバルフーズのみですね、７万2,000でしたね。

以前より各家庭では食料は備蓄する旨聞いておりますが、いつどこでどんな災害が起こるかも

わかりません。くしくも９月13日には、あすあさってですね、東海地方に災害が起こると、予

言者・ジュセリーノ・ノーブレガ・ダ・ルースという方が「未来予知ノート」の著書の中で書

かれております。しかし、思いますに、この地域は非常に恵まれた土地であるとつくづく思う

わけでございます。近年、大きな災害もなく、豪雨もない。本当にいつも神仏におかげだと感

謝をしている次第でございますが、９日にも話題になりました大井町の１次避難所になってい

る永和荘の営業が今年度で閉鎖と言われ、私どもは本当にあの１次避難所、あと老福とデイサ

ービス、永和台と大井の一部の方でそこを使うということはできない、人数が入り切れないん

じゃないかということで、不安な気持ちでいっぱいでございます。今後はだから、いつどんな

場合であるか、自助でやっていてもそれが持ち出せるかどうかわからないときに、公助の意味

からも計画的に備蓄をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。この点、お願いいたし

ます。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 先ほど13日の地震の予知の関係について、私も本当に来ないといいなというようなことを思

っておるのが精いっぱいでございます。 

 それで、今後の備蓄というようなことを今御質問でございますが、備蓄をしている中におい

ても、永久的に備蓄で対応できるものと、また食料品のように賞味期限というのがうたわれて

いるものがございます。といいますのは、先ほど議員が申されましたように、私どもサバイバ

ルフーズの関係を一つ例にとってみますと、開発されて流通に出回ったころには、当初は永年

いいですよと。それが25年になり、またつい最近では10年というように変わってきております。

これはいろんな中国等の問題等の関係もあったかと思うんですが、そんだけシビアになってき

たということは事実でございます。また、アルファ米とか乾パン、またクラッカーにつきまし

ては５年という賞味期限がございます。これはあくまで賞味期限でございまして、これを超え

て果たして市民の皆様にお出ししたらどうだというようなことになりますと、本当に重い罪に

なると私は思っております。そういうようなことから含めまして、当然、賞味期限を考慮しつ

つ、また予算の関係も伴ってまいります。そういうような中において、許される範囲内で更新、

または備蓄の増量については考えていかなければならないなと思っておるところでございます。

以上でございます。 

○２７番（石崎たか子君） 

 ありがとうございます。 

 今部長が言われたように、食品については賞味期限がございます。私たち地元でも、昨年か
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ら自助・共助ということで自治会では500㏄を2,000本、ことしもだから予算に入れて、やはり

公助じゃなくて、共助でできないかということで進めさせていただいておるんですが、今後も

公助でできることを、市がやっているから大丈夫じゃなくて、今、本当に１人ずつに当たるの

は先ほど言ったものだけでございます。それからまた、この地域は水との戦いになろうかと思

います。船においては、37艇の保有では、いざというときにはきっと足りなくなるかと思いま

すし、トイレも31ではとても及ばないと思うわけでございます。公園などのいすがトイレにな

るというような工夫をされている自治体もあるわけでございますが、最後に今後の見解をお聞

かせ願います。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 今議員さんが言われましたトイレの関係、これは日常生活を営む上で本当に大事なものの一

つということで認識をいたしております。先ほど公園のいすをいざというときにはとの御発言

でございましたが、ちょっと古い話で、私の子供のころに伊勢湾台風がございました。そのと

きには水がいっぱい来て、トイレというのは高いところに穴を掘ってそこでやっていたという

のが今でも鮮明に覚えております。そういうようなことの提案の一つとして、公園のいすとい

うのも御提案であると思います。そうかといって、それもそうではございますが、私どもとい

たしましては、さきの防災訓練で、避難誘導訓練の中で、現在市が備蓄計画を持って進めてお

ります簡易トイレ、これにおいては計画目標を定めて計画的に、また予算の許される範囲内で

努めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。以上です。 

○２７番（石崎たか子君） 

 それではよろしくお願いいたします。 

 最後に、耐震については、長大橋の対策は既に着手されていると思いますが、今後の計画を

建設部長にお尋ねしたいと思います。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 橋の件についてお尋ねでございますが、実は愛西市内は、これは地域性の関係がございまし

て、市内の道路には多くの橋がかかってございます。以前もお答えをさせていただいたかと思

いますが、市道全体をとらえますと616個の橋がございまして、現在の考え方としては、まず

幹線道路にかかっております橋の方を重点的に考えたいと思っております。ただ、この20年度

の予算の関係で３月議会にも御説明をさせていただいたかと思いますが、今後の関係につきま

しては、橋梁台帳がきちんと整備をされているということが補助等を行ってそういった改修を

していく段階では必須事項となっておりますので、それの完成を踏まえて再検討というか、考

えてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○２７番（石崎たか子君） 

 交通としても、橋が落ちてしまっては通ることができません。今後とも必須課題としてもよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 ９日にも問題になりました保育園の耐震工事と、災害の発生の折には災害本部ともなるこの

本庁の耐震工事を、ぜひセレモニーホールの建設をやめてそちらに実行されることを願い、質
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問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて27番議員の質問を終わります。 

 ここで10分間休憩をとります。再開は11時５分再開といたします。 

午前10時53分 休憩 

午前11時05分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 質問に入る前に、発言を副市長より求められておりますので、許可いたします。 

○副市長（山田信行君） 

 申しわけございません。先ほど石崎議員の御質問の中で、現斎場に関する部分がございまし

た。そこの中で私、現在の1,560平方メートルの中であれば増改築しても何ら新築のような手

続は踏まなくてもやれますが、拡張すればいけないよというような御説明を申し上げましたが、

誤解を招くといけませんので、もう少し詳しく説明させていただきます。 

 要は、新たな手続を必要としないというのは、現在の建物内での改修工事、それに限られて

おりまして、あの敷地内であっても、増改築をするような場合には、墓地埋葬法で言います拡

張、変更、そういった事業に値しますので、新設の場合と同様の手続が要ると、そういった前

提でのことでございますので、あしからず御了承いただきたいと存じます。 

○議長（加賀 博君） 

 次に、通告順位２番の５番・吉川三津子議員の質問を許可いたします。 

○５番（吉川三津子君） 

 環境、子供重視の立場で、そして生活者の視点で質問させていただきます。 

 まず最初に、透明性のある行政運営と市民参加をという題目で、そのうちの一番初めに、口

きき問題についてお伺いいたします。 

 口ききには、よい口ききと悪い口ききがあるという考えのもと、質問いたします。 

 愛知県では、2006年、悪質リフォーム会社・日本メンテナンスが自治体に防災倉庫などを寄

附し、感謝状をもらって商売に利用した事例で、愛知県議の口きき等仲介が発覚して大きな事

件となりました。当時の新聞報道によれば、寄附を断った自治体に対して、県議会での立場を

利用し、寄附を受けるように求めたと書いてありました。また、2001年には、栃木県鹿沼市で

産業廃棄物担当者が拉致され、殺害される事件がありました。業者は、長年、幹部職員や窓口

職員に取り入り、不正な権益を享受していましたが、殺害された職員はそれに屈せず業務を行

った結果、悲惨な事件となりました。 

 このような事件が起き、当時、多くの自治体で口きき記録制度ができました。最近では、大

分県で教員不正採用事件が起きています。オンブズマンの調査によりますと、口きき記録を残

している某自治体では、職員や臨時雇用採用に際し議員から紹介があったり、また職員の異動

や昇進に関しては11人の市議会議員が21名の職員の口ききをするといったことも明らかになり
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ました。 

 今、海部南部水道企業団では談合問題で揺れています。さまざまな疑惑が今市民の皆さんの

中にうごめいています。日常的にこうした口ききがされていると思っている市民の方も少なく

ないと思います。こうした不信感を市民の方に抱かれないためにも、また職員の潔白証明や、

圧力を一人で抱えることなく共有するためにも、口きき記録を残すことは職員の命の安全と仕

事のしやすさにつながると考えておりますので、ぜひ導入すべき仕組みだと考えます。 

 そこでお尋ねいたしますが、今、愛西市では、議員や業者、地域代表者などからの口きき、

要望などの記録はどのように残し、活用しているのか、お聞かせください。 

 次に、職員への退職金が適正な判断のもと支給されているのかについて伺います。 

 平成19年11月27日の幹部会の議事録に、こんな発言があります。「免停になっている職員が

いるといううわさを聞いた。所属長は各職員の運転免許証を確認し、問題がある職員（違反歴、

免許証取り消しなど）について今週中に総務部長へ報告していただきたい」との記述です。そ

の後、私は公用車の利用状況などの調査をしておりましたところ、問題の当事者が退職してし

まっていることを知り、ことし７月に免許証調査結果の記録開示を求めましたところ、文書不

存在という驚くべき結果を手にしました。表立った問題になっていないということは、問題な

く退職金が支払われたことになりますが、この間の経緯についてお伺いをいたします。 

 次に、斎場、火葬場の問題についてお伺いいたします。 

 先日の都市計画原案の説明会での西保団地の皆さんの発言のとき、会場がしーんと静まり返

ったことを私は感じました。単なる反対運動ではなく、個々の生活や市の財政、市の将来を考

えた説得力のある陳述だったと思います。私は、発言の中で一つ問題だと強く感じることがあ

りました。それは、発言の中で「民間に太刀打ちできるのか」という発言がありました。セレ

モニーホールのことです。 

 私は先日、津島での民間の小ぢんまりしたセレモニーホールでの葬儀に参列する機会があり

ました。とても家族的で雰囲気のよい葬儀でした。後日、利用料金などについて調べましたと

ころ、１件丸々２日間無料でお使いいただけますというのが売りで、おふろから台所、仮眠室

などがあり、病院へのお迎えから初七日まで、全部で価格は55万円ですよということでした。

ほかに何か要りませんかと尋ねると、あとは御親族のお食事がついていないのでとのことでし

た。私は、市の斎場より安くつくのではないかと思いました。 

 また、こうした民間のアイデアで消費者ニーズに合ったセレモニーホールが民間でどんどん

できていくとなれば、市のセレモニーホールも工夫と改修を繰り返さなければ、利用がなくな

るのではないでしょうか。私は、裕福な方々のための立派なセレモニーホールは要らないとい

うふうに思っております。こうした民間の小ぢんまりとしたセレモニーホール、これこそ今の

社会の背景を反映した動きであり、セレモニーホールは市がすべき事業ではないという証拠で

はないかと思いました。 

 それから、私はこの斎場計画にさまざまな疑問を持っているわけでございますが、先ほど石

崎議員の方から燃料についての質問がございました。都市ガスを使わないということは、具体
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的にいつどのようにお決めになったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

 次に、都市計画についてお伺いいたします。 

 今、10年に１度つくられるまちづくりの基本となる都市計画マスタープランが作成されてい

ます。そして、それとは別に、これも10年に１度の市街化区域、市街化調整区域の線引き案、

そして用途地域案を９月に愛知県に提出することになっています。簡単に市街化調整区域から

市街化区域へ変えることはできませんし、低層住宅専用地域や商業地域などの用途地域も同様、

変更理由となる具体的な事業計画がないと、変更は簡単にはできません。市は９月に県に案を

提出するわけですが、どのような事業計画のもと、どのような案を県の方に提出しているのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 この件につきましては、やはり裏にきちんとした事業計画があれば、県と愛西市の中で協議

がされ、進んでいってしまい、議会にかかることなく決定がされていってしまいますので、こ

の時期にきちんと説明をしていただきたいと思います。 

 最後に、立田と佐屋地区の給食センター統合とＰＦＩ評価導入についてお伺いいたします。 

 私は、最もよいのは自校式であるということは思っておりますが、今の立田のセンター、そ

れから佐屋のセンター、別々にやっているわけですが、それを統合するということは、今の状

況よりも給食のサービスを低下させるということで、反対であります。しかし、きょうはこの

ＰＦＩを導入するか、それとも合併特例債なり、市独自の地債なりを使ってやっていくのかの

評価についてお伺いをしたいと思います。 

 ＰＦＩの方式は、最近ではあまり人気がなくて、全国でも断念の事例がふえてきております。

それは全員協議会の中で配付された資料にもあります。その理由というのは、請け負った民間

企業の借金は実質公債比率に含まれることもあります。そして事業期間も、ＰＦＩ制度が始ま

ったころは30年ぐらいの契約だったものが、最近では15年くらいのケースがふえています。そ

れは、施設修理の時期が来たら民間が撤退したいからです。ＰＦＩ事業者は、修理して施設や

備品の所有権を市に移すようなことはしません。つまり、古くなって使えなくなったものが、

15年後、自治体に返ってくるのです。そのときの負担はどうするのでしょうか。 

 また、ＰＦＩは、どんな方式にもかかわらず、一定期間施設を運営することにより得られる

収入によって整備費用を回収するという仕組みであり、販売拡大などの企業努力で利益を生む

ことができない。このような給食センターにＰＦＩというのは不適当であり、また食の安全や

食育を最優先しなければならないこういった給食には不適当な仕組みだと思っております。ま

た、少子化が進んで給食センターに余力ができた場合、お年寄りの給食事業をしようとしても、

こういったＰＦＩを導入していたのでは難しいことです。さらに、公共施設でありながら、私

権の設定、つまりＰＦＩ事業者が自分の抵当権に入れることもできます。 

 今、愛西市は民間に頼らなくても自力で借金ができるのではないでしょうか。どうして民間

に借金の肩がわりをしてもらって使い勝手の悪いＰＦＩを導入しているのかわかりません。津

島市も同じ時期にこの給食にＰＦＩ導入をしようとしておりますが、津島市とは財政的にも地

域的な事情も違います。足並みをそろえてという考えはお持ちではないと思いますが、しっか
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りとこのＰＦＩのメリット・デメリットを評価していただきながら進めていただきたい、ＰＦ

Ｉストップも視野に入れて審議をしていただきたいと思います。この件については後ほど自席

にて質問をいたします。 

 本日、たくさんの質問をしておりますので、簡潔に御答弁をいただきたいと思います。以上、

１度目の質問を終わります。 

○副市長（山田信行君） 

 それでは、まず最初に私の方から３点ほどお答えをさせていただきたいと思います。 

 最初に口ききの関係でございますけれども、この関係につきましては、去る７月30日の全員

協議会でも類似の御質問がございまして、その場でも、市としては特定の人の利益につながる

ような便宜供与をやってきたような口ききの事例はありませんとお答えしておりまして、その

ことには間違いがございません。 

 そして、御指摘のありましたように、そういったことがあった場合の記録を残すということ

は大事なことであります。現在の状況を簡単に申し上げますと、私どもは単にそういった口き

きだけの記録を残すのではなくて、日ごろから職員の勤務状況だとか、また窓口でのトラブル

の状況、また苦情対応、そういった経緯などもそれぞれの部課長に記録をさせておりまして、

そこの中で大きなトラブルに発展するようなこととか、背景が大きな問題を含んでおるような

場合だとか、そういった場合には逐次上司の方へ報告させるようなことを今させておるような

わけでございます。 

 そして、議員さんとかそういう方からの口ききはないのかというような御質問もございまし

たが、そういった関係につきまして、やはり議員さんからは、地域の代表者という立場も踏ま

えまして、地域の情報といたしまして、例えば道路のどこどこが悪いから改修した方がいいん

ではなかろうかだとか、そういった要望をもらうことはございますが、こういったものは私ど

も口ききには当たらないものだと、そのように考えているところでございます。また、総代さ

んからいろんなお話もございますが、そういった関係についても地域の代表としてのことでご

ざいまして、それは口ききではない、そのように考えておりまして、特定の議員さんだとか業

者だとか、そういった方への便宜供与をやってきたような事実は今のところ把握しておりませ

んので、ないものと確信をいたしております。先ほどおっしゃいましたような県での深刻な事

例、そういったものにつきましてもないものだと私ども確信をいたしております。 

 そして二つ目につきましては、退職金に関係して、職員の免許取り消しの関係の御指摘がご

ざいました。 

 この関係、おっしゃいましたように、11月27日の幹部会の場で私の方から、そういった免許

証のうわさもございましたし、時節柄、年末を控えておりましたので、飲酒運転防止のために

も職員の意識を高めるために、そういった免許証の確認をさせていただきました。そういった

手続をした後でわずかの間にその職員が退職をいたしましたけれども、これは偶然重なったと

いうだけで、その職員が免許取り消し後に公用車を運転していただとか、また私用車を運転し

ていたとか、そういった事実はございませんでして、通勤に当たりましても家族の送迎がきち
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んとなされておりましたので、免許取り消しでの道路交通法違反、そういった事実は私どもは

把握をいたしておりません。 

 なお、それに至った経緯というものをお尋ねでございますので簡単に申し上げますと、この

職員は２月末に退職をいたしておりますけれども、たまたまこの職員、持病としてもともと病

気を抱えておりまして、その状況が相当当時は深刻な状況にございまして、年末から１、２月

の２ヵ月間にかけまして、入院もしておりましたし、病気休暇もしておりまして、通算ではこ

の２ヵ月間余りの間に26日休んでおるといった状況で、深刻な状況は私も目にしております。

そういったところから、退職願の理由も一身上の都合、そういうことになっておりましたので

受理をさせていただいたということで、この退職が道路交通法違反から生じたものではないと、

そのように私どもは確信をいたしております。 

 そして３点目に、先ほど申し上げました火葬炉の燃料の関係でございますが、ガスを使わな

いことがいつ決まったかというようなお尋ねでございます。 

 先ほど私が申し上げましたが、この関係、つい最近そういう状況が把握できましたので、

近々開催予定の検討委員会だとか特別委員会へ報告し、その場での協議を踏まえて市として決

断をしたいと申し上げましたので、最終的な結論は近々出す予定でございます。 

 以上でございます。あとはそれぞれの部長から御答弁を申し上げます。 

○市民生活・保健部長（加藤久夫君） 

 まず私の方からは、セレモニーホールの使用料の関係についてお答えをさせていただきます。 

 確かに議員おっしゃられますように、ホールの使用につきましては業者間でかなりの格差が

あると思っております。ただ、この料金、使用料の算定につきましては、今、詳細設計、実施

設計等前でございますので、きちんとしたホールの大きさ等規模が決まってまいりましたら、

利用がしていただきやすい、そういう料金設定にしていきたいと、このように考えております。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 それでは私の方からは、市街化区域、市街化調整区域の関係についてお答えをさせていただ

きます。 

 当愛西市につきまして、市街化区域、市街化調整区域の案、用途地域案づくりにつきまして

は、以前、議会の方でもお答えをしたと思うんですが、市全体で6,663ヘクタールございまし

て、そのうち市街化区域が315ヘクタールということで、地区別におきましては佐屋地区が158

ヘクタール、それから佐織地区が157ヘクタールとなっております。立田と八開地区につきま

しては、すべて市街化調整区域となっております。したがいまして、市街化率につきましては

4.7％ということに相なります。それで、市街化調整区域から市街化区域への編入、こういう

ことについては私ども努力しておるわけですが、実情としては、いろんな条件がつきましてハ

ードルが高いわけでございます。 

 用途地域案づくりについてお尋ねでございますが、国土交通省の定めました都市計画運用指

針等を踏まえまして、都市計画区域のマスタープラン、そして市町村マスタープランに示され

ております地域ごとの市街化の将来像を考慮するということで、土地利用の現況及び動向、そ
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れから都市施設整備、こういった状況も勘案して適切に定めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 今回、区域区分、用途区域の市町村素案の提出についてなんですが、地形・地物の軽微なも

のの提出という形になってございます。新たな市街化区域の編入につきましては、先ほども申

し上げましたように、ハードルがかなり高いということで、これについては今後県と打ち合わ

せをしつつ、市の考えを県の方へ説明してまいりたいというふうに思っております。よろしく

お願いします。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 私の方からＰＦＩについてお答えをさせていただきますが、この給食センター建設に向かっ

ての手法の一つとして、現在、可能性調査をいたしておりますので、よろしく御理解がいただ

きたいと思います。 

○５番（吉川三津子君） 

 では、順次再質問させていただきます。 

 先ほど口ききの件ですけれども、そういった事例があれば上司の方に伝えるというお話でし

たが、こういったものはそのときには大ごとになるのかどうかがわからないわけです。ですか

ら、日常的からそういったものをきちんと記録する習慣、徹底というものが必要だと思うんで

すね。その点についてはどのようにお考えでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 その関係でございますが、例えば議員さん、業者の方、また議案質問でも話題になりました

暴力団対応の関係、そういった関係で私ども口ききが不当要求行為に当たるような場合であれ

ば、それに対応する、この不当要求の関係というのは発生もしくは発生するおそれがある場合

ということで、先ほど議員御指摘のとおりのように、将来発生する可能性があるという場合に

つきましてもこの要綱で対応しておりまして、そういった場合には、発生通知書というものを

それぞれの担当部局から、この対策委員会というものを設けておりますので、その委員会、く

しくも私が委員長を務めさせていただいておりますので、私の方へその発生通知書が上がって

くることになっておりますが、この要綱を平成18年２月に設けまして以来、私の方へそういっ

た通知書は上がってきておらないということは、そういった事実も発生していないものだと、

そのように確信をしておるわけでございまして、私ども発生するようなおそれのある場合につ

いても、当然、今記録をさせております内容も踏まえまして、両方の分野から何らかの報告が

順次上司へ上がってくるものだと、そういった体制になっているものだと確信をいたしており

ます。 

○５番（吉川三津子君） 

 私は、口ききというのがすべて悪いものではなくて、やはり要望等も一つの口ききだろうと

いうふうに思っております。ですから、先ほどからの副市長のお話と少しずれがあるかと思い

ますので、要望等も含めたいろんな御意見、そういったものを記録に書きとめるべきではない

かというお話をさせていただきました。今議会でも暴力団のお話が出ております。そのときに
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暴力団かどうかというのはなかなか気づかないものです。やはりそのときにどんなお話があっ

たのか、そういったことを記録しておくことによって、後日、対策ができるんではないかとい

うふうに思っております。ですからやはり、いいか悪いか、そのときなかなか職員はその場で

は判断ができないと思います。それが悪い口ききなのか、いい口ききなのかも、なかなか判断

というのは難しいと思いますので、先ほどから申し上げておりますように、いろんな今職員が

絡んだ事件が起きております。いろんな談合の問題も起きております。そういったものに職員

の皆さんが巻き込まれないためにも、こういった記録をきちんと残しておくことがよいことで

はないかと思うので提案しているのですけれども、いかがでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 まことにごもっともな御意見でございまして、そういった趣旨で、今記録を設けておる関係

については、きちんと、いい面での口きき、そういったものも踏まえまして記録をさせていき

たい。本日この場におります幹部職員が認識を新たにさせていただいた、そのように感じてお

ります。 

○５番（吉川三津子君） 

 ありがとうございます。ぜひ周知をお願いしたいと思います。 

 それから退職金の、職員が免許証なしで云々ということなんですけれども、先ほど年末だか

らという副市長のお話があったんですけれども、そこのやはり議事録には、うわさで免停にな

ってから１週間以上たっているようだというような記述もされておりますので、やはりターゲ

ットというか、そういうものがあってこの免許証調査はされたものだというふうに認識してお

ります。 

 ここで、先ほど交通違反なり何なりがないものと思っているとおっしゃいましたけれども、

どのような調査をされたのか、その点についてお伺いしたいということと、それから病気で26

日間お休みになっていたということですけれども、病気の診断書等は出ていたのか、その点に

ついてお伺いしたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 たまたまターゲットにしたとかそういうことではなくて、そういったうわさが１週間前ほど

に聞かれましたので、ちょうどその直後の幹部会の場でこういったことを全職員を確認するよ

うに指示をしたわけでございます。 

 そして、道路交通法違反の裏づけをどうされたかということでございますが、この関係につ

きましても、私ども要はスピード違反の履歴証明、そういったものをとるように本人に申し上

げました。これは本人しかとれませんので、そういったことをやらせたわけでございまして、

交通違反の履歴証明書をとらせました。しかし、ちょうどその証明書が自宅の方へ届いたとき

に本人は入院をしておりまして、そういった最中にどこか家族が紛失をされたという申し出が

ございました。ですから、私ども改めて再申請をするように二、三回本人に催促をしておった。

そういったやさきに退職につながってしまったということで、私どもその裏づけを無視してお

ったとか、放置しておった、そういうことではございませんので、御理解をいただきたいと存
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じます。診断書は出ておりました。 

○５番（吉川三津子君） 

 わかりました、診断書は出ていたということですね。 

 職員の懲戒処分の基準というのがありまして、それによって退職金が支払われたり支払われ

なかったりということもあるかと思います。ここの中で問題なのは、先日、大分県の教員採用

の口ききのところで、その関係者が退職願を出したときに、そのときに保留にしました、県の

方は。なぜそれをされなかったのか、きちんと状況をつかむまでなぜ保留にされなかったのか

というところが私は大変疑問です。 

 それからもう１点、今、副市長は、本人しかとれない、事故の証明は本人しかとれないとい

うことをおっしゃいました。それは私は違うと思います。今、タクシー会社とか黒ネコヤマト

とか、いろいろ会社があるんですけれども、ああいった運転手のそういった事故の状況という

のは、本人の委任状を持って会社の方がとっております。そこまでできるにもかかわらず、そ

ういったことを怠ったということは私は大変問題ではないかと思いますが、その辺はいかがで

しょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 私ども言いわけをするわけではございませんけれども、要は個人情報にかかわる関係でござ

いますので、本人しかとれないと。委任状という点にまで及ばなかった点は、今御指摘をいた

だいて、今後のいい課題とさせていただきます。 

○５番（吉川三津子君） 

 今後の課題というふうにされては困るわけで、今、市民の方たちは、固定資産税を５年さか

のぼって払いなさいといって、皆さん払われました。私たちの税金を預かっている市の方がし

っかりと調査をされないまま退職金を支払ったということは、それほど簡単な問題ではないと

私は思っております。地方自治法の中で住民監査請求のところでは、財産の管理を怠る事実と

いうことで、やはり行政として怠る事実、それに該当するのではないかなというふうに思って

おります。 

 今後、やはりこれは済んだこととして済まされるわけにはいかない。市民の方はしっかりと

固定資産税をやはりお支払いになった。そこの中で不当な支出があれば市として正していく必

要があると思いますけれども、やはり今後この調査をし直して、不正があれば、私も不正があ

るのかどうかわかりませんけれども、交通事故の点数についても調べました。３年以内にたく

さんの免停の回数とか、それから事故の回数とか、そういうことによってやはり免許の取り消

しがされる。過去に一体どんなことがあったのか、今回何があったのか、それをきちんとして

私は退職金が支払われるべきだと思いますので、その辺の再調査を求めたいと思いますが、い

かがでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 私どもその時点では、本人が本当に病気の状態が重症であった、入退院を繰り返しておった

ということも踏まえて、運転免許の取り消しに至った経緯などについても、通常想定される範
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囲内のそういった証明書の請求、そういったことも本人にしてきたわけでございます。しかし、

今おっしゃいましたように、退職後の職員に私どもがどの範囲まで今回その裏づけ調査をする

ことができるか、よく弁護士さんなどの見解も踏まえまして適切に対応していきたいと思って

おります。 

○５番（吉川三津子君） 

 市民の皆さんの大切な税金ですので、しっかりとその辺を調査等していただいて、適正な支

出等をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから次に、斎場の件をお伺いいたします。 

 先ほど、私も燃料のことはあまり今まで触れてはきませんでしたが、ここに来て燃料が都市

ガスを使わないということでしたけれども、つい最近わかったとおっしゃるんですけれども、

いつどのような形でそういうことがわかったのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 ７月の末ごろでございます。 

○５番（吉川三津子君） 

 ７月の末とおっしゃると住民への都市計画の説明等がされた時期だと思いますけれども、あ

のときに説明の中ではどうだったんでしょうか。これからの検討課題ということで説明がされ

ておりました。今、設計がされております、プロポーザルの関係で。そちらの方の設計という

ものについては、じゃあ燃料が決まらないからその部分についてはストップしているというこ

とでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 東邦ガスの方から回答が参りましたのは７月末でございます。そのときには既に今回８月31

日に開催をいたします都市計画原案の説明会の日程などもはっきりしておりましたので、そう

いった説明会を行うに当たりまして、私どもこの１ヵ月間余りはいろいろな関係を中断いたし

ておりました。そういった関係から、７月末になっても検討委員会だとか特別委員会、そうい

ったものも開かれておりませんでして、今回の説明会もこれで終わりましたので、そういった

意見を踏まえて最終的な結論を出す段階になっていくと、そういうことで先ほども申し上げた

とおりでございます。 

○５番（吉川三津子君） 

 では、プロポーザルの選定をされるときに、やはりこういった燃料が決まっていないと大変

いろいろ書類を出されるにしても業者の方も困られると思うんですけれども、その辺について

はどのような対応をされたのでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 プロポーザル方式で設計を煮詰めるというのは、発注者側の意見と設計者側の能力、そうい

ったものを交えてこれから成果品としての設計を練っていくというやり方でございますので、

当初からこの燃料が何に決まっているかどうかというのはそう大きな問題ではなかったという

ふうにとらえておりまして、これで近々に燃料も何を使った炉にするかははっきりとされてく
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ることでございますので、それを踏まえてきちんとしていきたいと考えております。 

○５番（吉川三津子君） 

 このプロポーザルのときに見積額等も出ているわけです。その中に、やはり燃料を何が使う

かということになれば、やはり装甲等の設計、それから都市ガスであれば引き込みの問題も出

てくるので、そういった見積もりの金額にも相当影響が与えられると思うんですけれども、そ

の辺についてプロポーザルに公募された業者からは質問がなかったのでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 その関係につきましては何ら質問などはございませんでした。私どものいろいろ審査会など

でも、特に燃料の関係については問題にもなっておりません。 

○５番（吉川三津子君） 

 私は、プロポーザルの情報公開請求をしております。そこの中に、業者側から、予定されて

いる火葬炉の熱源を提示してくださいということの質問が出ております。これが回答がつくら

れたのが５月16日です。そのときに市側はどうお答えになっているのか、「灯油で計画してい

ます」とお答えになっています。これをつくられたのは、職員の山本さんで案が出ております。

それで、この14社中６社の参加表明があって、これらの参加表明者からの質問に対して別添の

とおり回答してよろしいですかと、この回答は５月19日に発送しますということで上司の方に

伺い書が出ております。そこの中には、主任から課長から、課長補佐から、次長、部長、副市

長、市長の印鑑が押されております。しっかりとこの時点で燃料が決まっていたということが

ここで明らかではないでしょうか。プロポーザルの方も、この燃料がしっかりわかっていなけ

れば、設計の金額も私は出せないと思います。都市ガスですと大きく金額が変わってくるはず

です。私はこのように、市民の皆さんに幾つも幾つもうそをついていらっしゃる、しっかりと

した説明をされていない、そこについて副市長の御意見を伺いたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 私は、ごまかそうとか、そういった気持ちはありませんでして、現にその審査会などでは、

ガス燃料とか灯油にするとかいう、燃料に関する質問や質疑はなかったもんですから、今そう

いうふうにお答えをしたわけでございます。 

○５番（吉川三津子君） 

 そこで議論はなかったけど、副市長は印鑑を押していらっしゃる。市長も印鑑を押していら

っしゃる。これで進めましょうということで進めていらっしゃるわけじゃないですか。じゃあ、

検討委員会、特別委員会にお話もせず、これを決めていらっしゃったということでしょうかね。 

○副市長（山田信行君） 

 要は、プロポーザルのときにそういった灯油を燃料とするという、一定、すべての業者、16

業者が一定の線で見積もりをもらっておるということでございますので、そういった点であれ

ば特にその不公平感とかそういうことはないと思います。とりあえず今回のプロポーザル審査

に当たっては灯油を燃料としてそういった見積額が提示されておると、そのように考えており

ます。 



－１５４－ 

○５番（吉川三津子君） 

 それは市民の方はだれも納得をいたしません。ほかのところでは、決まっていないものは決

まっていないというふうにきちんと書いてあります。これは皆さんに平等にいろんな質問に対

して答えるようなものになっているわけですので、私はいろいろ今までも額縁道路のこと、そ

れから入札の分割入札、あれも本当ならば大事件です。ほかの県で、こういった本来一本で入

札しなければいけないものを、分割して入札を行ったことで大きな記事になっております。そ

れぐらいのことを愛西市はこの斎場の中で繰り返していらっしゃる。私は、西保団地の皆さん

は、建てるなと、自分の近くに建てるなと、それ以上に、やはり愛西市の誠意ある説明がない

ということに私は怒っていらっしゃると思います。私は、これ以上聞いてもこうだああだとお

っしゃると思いますけれども、今回、都市計画の説明会でいろいろ質問が出ました。それにつ

いても、しっかりと答えが出ておりません。私は一度真剣にひざを交えて西保団地の方たちと

正直に話し合いの場を持っていただきたいと思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 都市計画の原案の決定に当たりまして先般あのような説明会を持ちましたので、私どもはま

ずはその意見陳述を踏まえて今進めておるところでございますので、現時点ではそれ以上のこ

とはまだ想定をしておりません。 

○５番（吉川三津子君） 

 ということは、今後、西保団地とはもう話し合いの場を持たないということですか。私は今

の西保団地の皆さんのデモ行進なり、やはり何度も何度も説明がころころ変わっていくところ、

大変不信をお持ちだと思います。私は、このまま進めれば、座り込みも辞さないだろうと思っ

ております。 

 それから私は、愛西市として恥ずかしいことは、市のこれは公共施設をつくるときに地元の

理解が得られないまま強行する、多分これは全国でもまれに見る事例だと思います。ないと思

います。そこを避けて通られるのか、きちんと地元の方とひざを交えて話して理解を求めてい

くのか、その点について私は伺いたい。少しこの事業をストップさせて、しっかりと市民の方

と話し合われるつもりはないのか、その辺をしっかり伺いたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 私、先ほどのお答えがちょっと不足しておりました。要は、一般的な説明は当然説明責任を

果たしていかなければならないと思っております。それに、これから計画を進めていく上で、

進捗状況などにつきましては機会あるごとに西保町の区会へも報告を、今までもしてきました

し、これからについてもしていく考えでございます。団地の方々から、これから計画を進める

に当たっていろんな説明、経過説明、そういったことも当然していきたいと思っております。

そういった点での説明会は持っていきたいと思っておりますし、広報などを通じましてもいろ

んな情報提供は今まで以上にきちんとやっていかなければならないと、そのように考えており

ます。 

○５番（吉川三津子君） 
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 私は、そもそもその考え方が間違っていると思います。説明というのは、一方的な一方通行

なんです。話し合いは、理解を深めるためにお互いのやりとりです。それをやってくださるの

かどうかということをお伺いしております。 

○副市長（山田信行君） 

 当然、説明会に行って、いろいろな御意見やら御要望はあると思いますので、そういった御

意見、御要望を当然私ども踏まえなければならないような内容があれば、それは当然私ども聞

いてくるつもり、そういった姿勢ではございますので、私の説明不足の点をおわびいたします。 

○５番（吉川三津子君） 

 ぜひ本当に正直なところを、やはり私は何度も、今までの経過を見ておりまして、常識的に

考えればそんな説明はおかしいでしょうというところが幾つもあるわけですね。やはりそこら

辺、きちんと説明責任を果たして、しっかりと話し合いを持っていただきたい。私たち議員は、

市民の皆さんから白紙委任をされたわけではない。いろんな困難な問題があるときは、やはり

市はしっかりと市民の方と向き合って、一人ひとり理解を求めていくというのが私は筋である

というふうに思っております。ぜひその努力をしていただきたいということをお願いしておき

ます。 

 それから燃料のことについても、公文書にこれだけのことが残っている。プロポーザルの公

募者にこれは灯油ですと言っておきながら、間違っていましたと。見積書も出ているわけです。

じゃあその後、間違っていたら、その責任を今度は企業の方にどうとるのかということになり

ます。この時点で灯油に決まっていたということは間違いのない事実であろうと思いますので、

一つ一つ今までの問題を説明していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、都市計画についてお話をさせていただきたいと思います。 

 先ほど市街化区域、市街化調整区域のお話が出ました。こういった区域の決定というのは、

やはり私たちの生活に大変密着した問題です。この地域が住宅地に認定されるのかどうかとい

うのはとても重要な問題で、この間、情報公開がなかなかされないまま進められたということ

は大変問題ではないかなというふうに思っているわけですけれども、遅くありませんので、今

までの経過等、そういったものをしっかりと市民の方に伝わるような努力をしていただきたい

と思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 先ほどの議員の御質問でございますが、19年度、20年度、２年間で都市計画マスタープラン

を作成するということで、19年度のいわゆる全体関係のことにつきましては、市民アンケート

というんですか、そういう形で市民の抜き打ちというか、不特定多数の方から選出いただいた

方のアンケートについて、そういったものも踏まえておりますし、この20年度、地区の者がそ

れ以上中へ入っていく関係につきましては、市民会議の方、佐屋地区で２名、立田地区で１名、

八開地区で１名、佐織地区で２名の計６名の方かと思いますが、そういった関係者の方にも入

っていただいて御意見を聞くという姿勢をとっております。 
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 私、議員のたまたまブログの中で見させていただいたんですが、例えば田原市とか一宮市と

か岡崎市の関係なんかは、いろいろホームページの中で情報公開をしていると書いてみえた。

それで、ちょっと言葉は忘れましたけど、愛西市の中ではそういったことがなされていないと

いうような言葉が書かれていたかと思うんですが、その愛西市のホームページの中にも、こう

いった都市計画マスタープランとは何ぞやとか、こういった都市計画マスタープランの関係は

こうしていくということもホームページの中に立ち上げてございます。先ほど申し上げました

他市の関係も私なりに見させていただきましたが、一部、二、三の市については確かに当愛西

市よりも詳細に書かれているものもございましたが、中には当愛西市と私が見る限りさして変

わらないようなホームページの書き方でございましたので、情報公開としてうちの愛西市の方

がされていないというのは私はいかがなものかなと思います。９月９日の中日新聞の方でも、

愛西市のホームページのアクセスが、すごい量のアクセスがされているというような記事も載

っておりましたので、そういった意味では、私の方も愛西市としてある程度の情報公開という

ことについてはさせていただいているんではないかなと思いますので、よろしくお願いします。 

○５番（吉川三津子君） 

 それだけ市民の皆さんがホームページに頼っていると、情報源となっていると言うからには、

さらに情報を豊富にしていただきたいと思います。いろいろ愛西市以上のところもありますし、

以下のところももちろん私はわかっております。できるだけやはり私はよりよいところに肩を

並べていただきたいというふうに思っておりますので、その点をよろしくお願いいたします。 

 それから、今９月に市街化調整区域と市街化区域、それから土地利用の関係ですね、そうい

った関係で９月に県の方に提出されるわけですけれども、そういった変更についてはその根拠

となる事業が要るわけですが、その辺のところは、予算的なことも出てくると思います。10年

間その方針でやっていくわけで、もしかして県の方がこれをオーケーとした場合、具体的な動

きに変わっていってしまいます。ですから、その辺、企画部なり財政の方ときちんと予算的な

措置がとられていないと、後戻りができない。県の方のレールに乗ってしまうと後戻りができ

ないというのが今回の９月の申請だろうというふうに思っておりますけれども、ほかの課との

そういう財政的な裏づけ等はどのようにされているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 最初の御答弁で申し上げたと思うんですが、今回、愛知県の方とそういった関係のお話し合

いをするのは、市街化調整区域と市街化区域の面した、言い方としては地形・地物の軽微なも

のという表現でお答えをさせていただいたかと思いますが、そういった関係ですので、とりあ

えず、今これぐらいの予算がどうのこうのということについては現時点では考えておりません。 

○５番（吉川三津子君） 

 では、今度９月に出されるものについて事前に公開ということをお願いしたいんですけど、

その点についてはいかがでしょうか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 この関係につきましては、利害関係がかなり大きい度合いを示しますので、公開という考え
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は持ち合わせておりません。 

○５番（吉川三津子君） 

 利害関係というのは具体的にどのような支障を指して言われるのか、お聞かせいただけます

か。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 市街化調整区域から市街化区域になるという形になれば、当然それなりの地価といいますか、

財産価値の関係も変わってまいりますし、できる内容もかなり変わってまいりますので、そう

いう意味で利害関係が大きく左右するということを申し上げました。 

○５番（吉川三津子君） 

 そういった情報が漏れると得をする人がいるとかいないとか、そういう問題が起きるという

ことでしょうか。そうではないんですか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 得する、得しないというよりか、まだ確定をしていない段階のものでそういった情報が流れ

ることによって、そういった関係の動きが出てくるというのはいかがなものかなということで

申し上げました。よろしくお願いします。 

○５番（吉川三津子君） 

 私は、隠すから漏れるんだと思うんですよね。最初からやはりオープンにしていけば問題は

かえって起きないのではないかなというふうに思うんですけれども、その辺また議会の方にど

ういったお知らせをされるのかわかりませんけれども、きちんとやはり、まちづくりにかかわ

ってくることですので、そういったことは事前にこういった方針でということはお示しいただ

きたいと思うんですけれども、それは無理でしょうかね。 

○都市計画課長（加藤清和君） 

 質問にお答えさせていただきますが、地形・地物というのが、まず道路ができたことによっ

て区域が変わるだとか、そういう意味で軽微なものは申請を今回の９月にさせていただくと。

それで、市街化区域への編入等につきましては、項目がかなり厳しい項目がありまして、その

部分をクリアする部分については愛知県と事前に確認をして申請させていただくという状況で

すので、事前にその案の前にお知らせするということは、情報だけ先走ってうまく御理解がい

ただけるというようなふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○５番（吉川三津子君） 

 多分ここは、いつまでたっても私と当局とのいつも平行線じゃないかなというふうに思いま

す。私は、いろんなものをすべて明らかにして市民とともに考えていきましょうというスタン

スなんですけれども、やはり明らかにすることによっていろんな混乱を避けようというお立場

で動いていらっしゃるのが市当局の発言からたびたび見えるわけなんですけれども、またいろ

いろお話をしながら、いただける情報はいただきながら、よりよい形に持っていきたいと思い

ますので、その点、よろしくお願いいたします。 

 もう１点、私、最近とても心配をしておりますのは、この斎場の問題から、市の方が情報を
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なるべく出さなくても済むような形に持っていっているんではないかなということを大変私は

危惧しております。私もきのう市民の方からお電話をいただきまして、この斎場の検討委員会

の議事録が、前、情報公開請求されたときは全文の議事録でした。それが、その検討委員会の

中で、全文ではなく概要のものにしようということ、それから録音テープは情報公開されても

非開示で破棄するんだということが、その斎場の方の検討委員会の議事録の中でホームページ

に載っておりました。私はそれを見て大変心配しております。できるだけありのままを市民の

方に伝えるのが、市民の信頼を得る方向だと思います。今まで全文筆記をしていた、そして情

報公開条例の中では録音テープも開示しますという条例になっているにもかかわらず、そうい

った方向に持っていこうとしていらっしゃるように感じてなりません。やはりそういったこと

はますます私は市民との距離を広げるのではないかというふうに思っておりますけれども、そ

の辺について副市長はどうお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○副市長（山田信行君） 

 そういった偏見を持たれないような情報公開をしていかなければならないと思っておりまし

て、私ども今回も７月に新たなそういった会議公開の要綱なども設けて臨んでおるわけですが、

そういった中で、ホームページなどに会議録を上げるに当たって、要点の会議録というような

ことを基本に考えておるわけでございます。しかしながら、先般の31日の説明会などのような

ところで10人の方に意見を言っていただいた関係、これなどについてはそのままの意見陳述内

容をホームページなどでも公表していきたいといったことを考えておりますので、特段、恣意

的に私どもは何か情報を隠していこうとか、そういったつもりはございませんので、よろしく

お願いしたいと存じます。 

○５番（吉川三津子君） 

 一番気になるのは、やはり録音テープの問題だと思います。多分ああいった形で録音テープ

はあの場で非開示というふうになれば、愛西市の情報公開条例に反してくるような事態も生じ

てくるのではないかというふうに思っております。やはり法的なこともしっかりと考えてそう

いったものの運営をされていくということがとても重要だと思いますので、もう一度、やはり

検討委員会で要点のみの筆記になった場合、詳細についてじゃあどうやって見るのか、そうし

た問題も出てきますので、その辺、再度やはり、これだけ大きな事業です。30億と言うとしか

られるかもしれませんけれども、私にとっては額縁道路等も入っておりますので30億円以上の

事業です。そういった大きな事業を行っていく上で、やはりしっかりとした記録を残していく

ということが住民の不信感を払拭するもとになると思いますので、その辺、再検討いただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○市長（八木忠男君） 

 吉川議員さんの質問が終わったところで、私、今までの流れの中で、私どもの答弁といたし

ましては、私を初め副市長、それぞれ担当者、すべてだれがお答えさせていただいておりまし

ても同じ答弁と思っておりますし、常々そうした打ち合わせの場でも伝えているわけでありま
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す。 

 そして、少し補足させていただきますと、地元の西保団地の皆さんにも今までも幾度となく

御説明やら御意見を伺ってきた場もありますし、そうした場を持つことも今後伝えてきている

ところであります。先般も、代表の方にお電話を差し上げてお話がしたいという申し出をしま

したら、４人の方でないとだめだというような御返事で、残念ながら私と代表の方のそうした

お話の場は設けられませんでした。個人的という言葉はどうかと思いますけれども、市長とし

て、いろんな今までのビラ、文書の中でも、いろんな御意見やら考え方、お言葉もいただいて

いるわけでありまして、そうしたいろんな面も、理解し合う、信頼というところから思ってみ

ましても、そうした思いの中で御提案もさせていただいたところでありますし、今後も私の考

え方はそうした考え方で努めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて５番議員の質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩に入ります。再開は午後１時30分より再開いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

午後０時01分 休憩 

午後１時30分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 通告順位３番の９番・村上守国議員の質問を許可いたします。 

○９番（村上守国君） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告書に従いまして、愛西市水道ビジョンの将来像に

ついてと、災害時の避難対策について、大項目２点、一般質問をさせていただきます。 

 最初に、愛西市水道事業の現状と将来像の設定について質問をいたします。 

 水道は、快適な市民生活や都市活動を営む上で欠くことのできない重要なインフラ施設であ

り、安全で安心できる水の持続的な供給を確保するため、現状に満足するのではなく、水道の

信頼を維持する努力を継続し、将来ともよりよい水道サービス水準の提供を目指していくこと

が求められております。ただ、今後施設の老朽化に伴い、大規模な更新が必要になると予想さ

れる中で、各水道事業者においては、安全・快適な水の供給の確保や、災害時にも安定的な給

水を行うための施設水準の向上等に向けた取り組みが求められるとともに、その基礎となる運

営基盤の強化や技術力等が必要とされております。 

 国（厚生労働省）は、平成16年６月に地域水道ビジョンを策定し、各認可水道事業者に対し、

一つ、事業の現状・分析、一つ、将来像の設定、一つ、目標の設定、一つ、実現方策等の検討

等々を、10年間の目標期間として、平成20年までに地域水道ビジョンの策定を義務づけており

ます。 

 １点目の質問でありますが、合併協議会での確定事項であります、水道事業経営の合理化、
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サービスの均一化を図るため、八開村、佐織町の水道事業を統合し、新市へ引き継ぐものとし、

水道施設の広域化による経営基盤の強化及び管理体制強化を図りつつ、その後直ちに新市とし

て海部南部水道企業団と水道事業の統合を検討する等々決定されております。私は、いつでも

どこでも安定的に生活用水を確保するための方策として、愛西市水道事業の単独経営は、今後、

施設・設備の更新、純損益の減少、企業債の多額な償還、県水受水依存率の増加、同じ市民で

ありながら供給単価の違い等々を考えたとき、経営内容を見直し、いち早く企業団と統合を希

望するものであります。 

 そこで質問でありますが、今回策定されました愛西市水道ビジョンの方針から、合併協議会

の確定を踏まえて、水道事業の現況と将来の見通しについてどのように考えておられるのか、

お尋ねいたします。 

 ２点目でございますが、災害対策の充実、確実な対応について質問をいたします。 

 国は、特に東海地震対策強化地域等においては、基幹施設、管路網の耐震化率100％に早期

の達成を目指す設定をしております。災害対策として、石綿セメント管の布設がえの実施状況

はどうなっているのか。ちなみに、企業団では計画的に施行され、90.9％終了しております。 

 また、災害時の水の最低必要量は１人１日３リットルと言われておりますが、給水人口１人

当たりの貯留飲料水量は常時どれだけ貯留しているのか。企業団は１人当たり270リットル貯

留していると聞いております。これらの問題を中心に、愛西市の水道事業における、一つ、災

害対策等の充実、一つ、特に応急給水実施の確保等々の現況と、どのような目標を設定してい

るのか、お尋ねいたします。 

 次に、災害時の避難対策について質問をいたします。 

 愛西市では、多様化する災害形態に対応し、将来の災害防止と市民の安全を守るため、地域

防災計画を定め、現状に即した計画となるよう随時見直しがなされております。1976年、東京

大学の石橋教授が、静岡県を中心とした東海地域であす起こっても不思議ではないという東海

地震説を発表しました。幸い地震は起こることもなく約30年がたちましたが、日一日と東海地

震の発生が近づいていると考えるべきだというのが地震学者の一致した意見であります。また、

東海地震・東南海地震の可能性が指摘されており、市民の皆さんも不安に思われているのが現

実であります。 

 愛西市では各種の地震対策を行っておりますが、その中で、行政に課せられている最大の使

命である市民の安全の確保が最重要でありますので、愛西市地域防災計画、これは赤本でござ

いますが、計画の中で避難対策についてお尋ねをいたします。 

 一つ、東海地震の発生するおそれのあるとき、東海地震予知情報とほぼ同時に警戒宣言が発

表されます。市民に警戒態勢をとるよう呼びかけるのは、防災マップによれば、サイレンの吹

鳴によるとされておりますが、サイレンを鳴らすことで末端市民に周知できるのか非常に疑問

であります。サイレンや警鐘、無線の施設がない地域もありますので、テレビ、ラジオ、広報

車などで広報され、各地域の自治会長、自主防災組織へ連絡されるのが一般的だと思いますが、

市民への情報伝達方法をさらに検討する必要はないのか、お尋ねをいたします。 
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 ２点目でございますが、愛西市の地域防災計画では、一つ、避難所表示看板、一つ、避難誘

導看板等の設置による周知、一つ、避難経路の指定等々を定め、市民には日ごろから各地域、

各個人に避難対策を考えておくよう指示だと思われますが、これらは市民にどのような形で現

在周知がなされているのか、お尋ねをいたします。 

 ３点目でありますが、今私どもが一番心配していたしておりますのは、避難の勧告または指

示を、伝達を受けた自治会長から末端の市民への至急連絡網が確立されていない現在、情報伝

達がスムーズに流れず、途中で途絶えてしまう危険が大であります。確かに地域防災計画では

避難の周知徹底、避難誘導等々を定めておりますが、これはあくまでも机上での策定であって、

避難命令が発令されたら、市民は行動に戸惑い、パニック状態になるのが目に見えております。

地域防災計画では、避難は地域住民が自主的に行うことになっているが、私は、避難は集団行

動をとるべきだと思っております。地震の揺れがおさまり避難する場合は、各自治会が定めた

公園や広場等に一時避難し、被害の状況や火災、風向きなどに注意して安全な避難路を選び、

集まった人たちが一緒になって指定避難場所に移動する、これが原則だと思います。 

 質問でありますが、一つ、避難のための準備情報、勧告、指示の方法。一つ、勧告等を受け

た自治会長から地域内住民への情報の伝達方法、一つ、住民の避難誘導及び移送等々を、愛西

市地域防災計画による、市民が速やかに安全に避難できる模範的なマニュアルの策定はできな

いのか。そのマニュアルを参考にし、各地域の実情に合った独自のマニュアルを作成し、避難

訓練を重ね、周知徹底すべきと考えております。 

 ４点目でありますが、先日、自主防災会の役員と、第１次避難所に指定されております永和

中学校まで、災害後安全と思われる道を歩いてみました。48分かかりました。反省の一つとし

て、この道のりは、高齢者等災害時要援護者を優先するとなると、避難の誘導が困難と思われ

ます。また、永和中学校は、関西線、名阪高速道、善太川に囲まれ、人里離れた場所に建って

おり、阪神・淡路大震災の被害状況を見れば、第１次避難所として永和中学校の指定は、市民

の身体を守るのに安全、安心、安定の三つの要素が欠けておると思われます。単に各中学校を

第１次避難所に指定するのではなく、各施設の周囲の状況、市民が安全に利用できるか等をよ

く調査・検討の上、指定すべきと考えます。避難所、特に永和中学校の見直し等はあり得ない

のか、お尋ねいたします。 

 以上、質問を終わらせていただきますが、質問の趣旨をよく御理解いただきまして、的確な

る御回答を簡潔にお願いいたします。あとは自席でお尋ねいたします。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 それでは、村上議員の水道に関する御質問の中で、水道事業の現状と将来の見通しについて

お尋ねでございますので、お答えさせていただきます。 

 現在、水道事業に求められています安全・安心な水道サービスや、今後取り組まなければな

らないことにつきましては、議員の言われたとおりでございます。 

 初めに若干お断りさせていただきたいと存じますが、合併協議会での調整方針につきまして

は、旧八開村と旧佐織町の水道事業を統合して新市に引き継ぐものとするとの確認でありまし
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て、八開村と佐織町の水道事業を合併後どのように取り扱うのかの内容でございまして、新市

として直ちに海部南部水道企業団と統合するものではありませんので、よろしくお願いをいた

します。したがいまして、現在のところ海部南部水道企業団との統合についての打ち合わせ等

はしておりませんので、申し添えさせていただきます。 

 まず水道事業の現状につきましては、御存じかとは存じますが、八開地区と佐織地区の水道

料金に違いがございまして、八開地区におきましては一般会計より補助金をいただいておりま

す。また、八開浄水場につきましても、建設後30年以上を経過しておりまして、施設の更新が

必要でございます。本年度より３年計画で更新をしていく予定をしております。佐織地区につ

きましても、一部地下水に依存をしておりますので、今後も井戸が使用できるのか状況を見な

がら、県水の受水量等の変更の検討が必要と考えております。 

 したがいまして、地域水道ビジョンにつきましては、長期的な政策目標として、安心、安定、

持続、環境、国際の五つが掲げられて、平成20年度ごろまでをめどに策定が望ましいとされて

おりますが、以上のような懸案事項等を解消した後に、水道事業を取り巻く環境等を総合的に

分析して策定していく考えでございますので、よろしくお願いをいたします。 

 また、将来の見通しといいますか、今後の課題としまして、先ほども申し上げましたように、

料金の統一をいたしまして、企業経営の基本でございます独立採算を目指しまして、その後に

海部南部水道企業団との統合を考えていかなければならないと考えておりますので、よろしく

お願いをいたします。 

 次に、災害に伴います災害対策と応急給水についてお答えさせていただきます。 

 災害対策としまして、現在、自家用発電機がそれぞれ佐織中部浄水場と八開浄水場に設置が

してございます。 

 次に、地震が発生した際でございますが、佐織中部浄水場の配水池につきましては、発災時

の飲料水確保を目的としまして、流出管に緊急遮断弁を設置してございます。これによりまし

て、貯水可能量は2,000トンが確保できることになってございます。また、八開浄水場につき

ましては、配水設備地震対策としまして、地震計を設置しまして、設定された震度以上の地震

が発生した場合、配水ポンプを緊急停止させるものでございまして、配水管等の破損によりま

して上水が流れ出すのを防ぎ、配水池の水を確保するものでございます。これにつきましては、

貯水可能量として765トンを予定してございます。 

 また、飲料水の供給計画でございますが、応急給水量としましては、先ほど議員が申されま

したように、発生から３日間につきましては１人１日３リットルを予定してございます。また、

４日目から10日目までは１人１日20リットルを予定してございます。また、11日から21日まで

につきましては１人100リットルの予定でございます。あと、22日以降につきましては被災前

の給水量と同様の250リットルの予定でございますが、これによりまして先ほどの貯水可能量

から計算しますと約７日間の飲料水の確保が可能でございます。１人当たりに直しますと97リ

ットルとなります。 

 次に、応急給水の状況でございます。応急給水用の資機材としまして、現在、水道施設の応
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急復旧に関連します備蓄資機材としまして、主に石綿管の接続に必要な機材を備蓄してござい

ます。また、口径300ミリまでの接続部品の主なものもそれぞれ佐織中部浄水場と八開浄水場

に備蓄をしてございます。 

 ほかに、飲料水の供給計画としまして、県営水道事業の地震防災対策実施計画に基づきまし

て、応急給水支援設備計画としまして、学校、避難所、福祉施設の近傍にあります県送水管の

空気弁に仮設給水栓を接続することによりまして、応急給水施設として利用することができる

ものでございます。現在、佐織地区につきましては４ヵ所、八開地区につきましては２ヵ所、

それぞれ佐織が佐織体育館、佐織中学校、佐織公民館、佐織総合福祉センター、八開地区につ

きましては八開庁舎と八開中学校で応急給水ができるようになるものでございます。 

 また、支援連絡管でございますが、これにつきましては、県の浄水場から供給点であります

受水団体の各受水施設、佐織中部浄水場、八開浄水場などの送水管に複数箇所被災した場合、

支援連絡管までの送水管を優先的に復旧することによりまして、この支援連絡管を使用して受

水団体へ直接給水が可能となるものでございます。これにつきましては、昨年度、佐織地区で

１ヵ所、八開地区で１ヵ所を施行してございます。 

 次に、石綿管の布設がえの状況でございます。石綿管の残りの延長でございますが、約

1,200メートルございまして、現在、公共下水道事業とあわせた工事、それから単独事業によ

ります布設がえ等の工事を予定してございます。配水管の総延長に占めます石綿管の割合でご

ざいますが、19年度末で0.56％でございますので、よろしくお願いをいたします。 

 また、災害等の緊急連絡管の使用につきましては、災害その他非常の場合における相互応援

給水に係る目的としまして、隣接水道事業者間において緊急連絡管を整備してございます。現

在、緊急連絡管としまして11ヵ所が愛西市ではございます。愛知県の企業庁でございますが、

企業庁とは２ヵ所、それから津島市とは５ヵ所、稲沢市とは２ヵ所、美和町とは１ヵ所、海部

南部水道企業団とは１ヵ所、それぞれ接続をしてございますので、緊急時の場合には使用が可

能となります。 

 また、水道災害相互応援という覚書がございまして、これにつきましては昭和53年３月29日、

日本水道協会の正会員でございますその愛知県支部に所属するもの及び三河山間地域水道整備

促進連盟に所属するものが、会員相互で応援活動を行う覚書を締結してございます。また、愛

知県の県営水道地震対策実施計画によりまして、県営水道が受水団体との連携を重視して総合

的かつ計画的に大規模地震に対処をし、災害情報システムを利用することによりまして、愛知

県水道震災支援センターでの業務の効率化及び県内水道事業者との情報伝達の円滑化を図って

おるところでございます。 

 以上の応援などをいただきまして、応急復旧につきましては、管路の被災状況等を把握しま

した上で、応急復旧方法や復旧優先路線を設定いたしまして、幹線管路や避難所や医療機関に

通じる管路を優先しまして順次復旧に努めてまいりたいと思っております。したがいまして、

応急復旧期間は、可能な限り、最長４週間を目標としております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○総務部長（水谷洋治君） 

 それでは、私の方からは防災計画の関係でお答えをさせていただきます。 

 まず最初に、１点目の呼びかけ方法のお尋ねでございますけれど、既に配布してございます

防災マップの記載につきましては、紙面の関係上から、警戒宣言の発令を知らせるためにサイ

レンの吹鳴のみを紹介したものでございまして、あくまでサイレンのみに頼った周知を行うわ

けではございません。警戒宣言が発令されますと、国の想定したシナリオで進む場合には、東

海地震観測情報、東海地震注意情報が発表されることとなっておりまして、そうなった場合に

おきましてはテレビとかラジオなどの報道機関がいち早く皆さんにお知らせされることと思い

ますし、市といたしましては東海地震の注意情報の発表の段階から職員を参集いたしまして本

格的な対策をとることとなっておりますので、現状では広報車とかホームページで周知するこ

ととなっておりますけれども、同報無線が整備されております立田地区、佐織地区におきまし

てはあわせて周知を行うこととなります。 

 続きまして２点目の、市民にどのように周知されているのかというような関係でございます

けれども、計画書の中で避難路の定義といたしましては、十分な幅員を確保して、火災の延焼、

浸水等による危険が及ばないようにする、道路に面する構造物などが避難時に支障とならない

よう沿道の土地所有者や施設管理者に対して啓発指導を行うと掲げてございます。私ども海抜

ゼロメートル地帯であります本市におきましては、地震災害と水害対策を考えた場合に果たし

てどのような避難路がよいかということは大変難しゅうございまして、現在は指定していない

というのが現状でございます。 

 しかしながら、地震に特化したものでありますと、19年４月に全戸に配布いたしております

帰宅支援マップの愛西市版の中でも示されておりますように、おおむね８メートル以上の道路

とか歩道設置済みの道路、また愛西市の耐震化促進計画の中で、道路に面する構造物等が避難

時のときに支障とならないよう沿道の土地所有者や施設管理者に対して指導を行うという路線

の指定がなされておりまして、今後、新築なり増改築が行われる際には、耐震化の推進を図っ

ていくことになろうと思います。今後このような対策が進んでこれば、避難路の指定となり、

誘導看板なども設置することになってくるんではなかろうかなと、そのように思っております。

現段階といたしましては、地震の際に避難する場合、広い道路を通って避難していただくよう

自主防災会等で行われます訓練等を通じて注意を図っていかなければならないなと、そのよう

なことを思っておる次第でございます。 

 次に、避難所への移動する方法等の関係についてのお尋ねでございますけど、まず最初に、

準備情報とか勧告、指示の方法でございますが、これにつきましては、自主的な避難とは、あ

くまで避難勧告とか指示が発令されるまでの早い段階での各自の判断による避難ということで

解していただきたいと思います。その場合、勧告や指示の場合には、当然、地域の代表者であ

ります総代さんとか自主防災会長さんに電話とか口頭で伝えるなど個別対応が必要になってく

ると思いますけれども、地域全体として避難行動に移る必要が出てくるかと思っております。

その場合の方法といたしましては、地震の場合には個別対応が大変困難でありますので、同報
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無線が整備されている地区においては同報無線、またそのほかにおいては広報車とかホームペ

ージ、こういうようなことになろうかと思っております。 

 なお、避難勧告等を出す場合におきましては、あくまで県を経由いたしまして、テレビとか

ラジオ等のマスコミからの周知方法になると思います。ケーブルテレビの整備がされていると

ころにおきましては、市の対策本部から直接クローバーＴＶの方に周知を依頼するということ

になろうかと思います。 

 次に、避難所へ移動する方法等の確立がされていない中において、自治会長さんから地域住

民への伝達方法の関係でございますけど、これにおきましては、地区によっては電話による連

絡網を作成されているところとか、班長さんが班内を戸別訪問して行うとか、公園に集合した

りしてメガホンで呼びかけるといった訓練を実施された自主防災会等もありましたけれども、

市全体といたしましては、その組織がどこまで連絡網があるかというところは残念ながら把握

していないというのが現状でございます。 

 また、３番目の住民の避難誘導並びに移送の方法の関係でございますけれども、マニュアル

につきましては、現在、災害時の要援護者避難支援プランの作成を進めているところでござい

まして、高齢者の方とか障害のある方等、自力で避難が難しい方についてどのように避難をし

てもらうかとか、そういうようなことを中心に検討を重ねておるところでございまして、今年

度じゅうにはおおむねのものができ上がってくる予定となっております。それができ上がって

まいりますと、それぞれどのように要援護者の方たちの避難支援ができるか、また地域として

どのように避難することがよいのかというのが少しでも見えてくるかと思いますけれども、今

の時点で先送りするわけでもございませんけれども、その後の対応になってくるんではなかろ

うかなと、そういうようなことを考えておるところでございます。 

 それから最後の関係につきましての、第１次避難所の指定についての見直しはできないもの

かというような関係でございます。 

 これの関係につきましては、防災マップの封筒にも書いてございますように、避難所におき

ましては第１次避難所、第２次避難所の区分をしておりまして、これは特に風水害の場合は、

自主的に避難する方に対しまして54ヵ所を開設するという、すべてをやるということは人的と

か電気等の関係もございまして無駄だということもございますので、私どもといたしましては、

まず第一に第１次避難所ということでございますが、自主避難の場合におきましては先に市役

所の方へ御連絡をいただきたいと存じます。議員が申されましたように、遠くまで歩くことが

困難な方の対策といたしまして最寄りの避難所をというようなことも考えます。そこの中で、

ここの封筒の中にも書いてございますが、第１次避難所は開設をいたしますけれど、災害の状

況というようなことから加味して、第１次避難所が開設が難しい場合におきましては、お互い

に臨機応変のもとに第２次避難所を優先してあけるなり、そういうような対策もその場で対策

を講じていくということになっておりますので、その点もあわせてよろしくお願いを申し上げ

ます。以上です。 

○９番（村上守国君） 
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 ありがとうございました。 

 御回答いただきましたけど、私どもの要するに質問の内容と少しずれがございますので、再

質問を二、三させていただきたいと思います。 

 まず愛西市水道ビジョンの将来像について質問をさせていただくわけでございますけど、た

だいまの答弁から、２件最初に市長さんにお尋ねをいたします。 

 一つ目でございますが、私たちが旧佐屋町時代にいただきました合併協議会の議事録によれ

ば、水道事業は企業団に統合することに決定されているという理解をしておりましたが、統合

ではなくて、永久に独立採算経営の選択肢もあるのかなということを、市長さんのお考えをひ

とつお尋ねいたします。 

 それから２点目でございますが、今回は愛西市水道ビジョンの策定ということでございます。

これは、自治体が行政運営をする上において、国が期限つきで策定を指示しております。今回

はこのような地域水道ビジョンの策定でございましたが、前回私が質問いたしました地域照明

環境計画の策定等々は無視されておられました。私は、これらを策定することによって、市政

運営の基本方針を市民の皆様方に知っていただく絶好の機会だと思っております。そんな中で、

上級官庁の指示を無視いたしまして、全く要するにできていないと。これはただ単に怠慢なの

か、つくる能力がないのかわかりませんが、このような行政事務処理でよいのか、考えをお聞

かせください。市長さんにお尋ねします。 

○市長（八木忠男君） 

 村上議員の質問にお答えをいたします。 

 この水道事業に関しても、今までもそれぞれ御質問をいただいてまいりました。御指摘いた

だきました八開、佐織地区、そして海部南部水道というような、三つの事業体に今運営をして

いるわけであります。御指摘いただきました合併協議会の中でも、まず佐織、八開を統合に向

かって、その後、海部南部水道との検討というようなことであったかと、そんなふうに記憶し

ているところであります。 

 八開、佐織の水道事業につきましては、担当者が申し上げました内容のとおりでありまして、

佐織地区でも昨年度、料金改定、値上げを18％ほどさせていただいて、県水100％に近づくべ

く、これは海部南水、八開、すべてが県水100％でありますので、そうした考え方の中で進め

てきているところであります。八開の浄水場の件についても、これも皆さん方にお示しをし、

トータル３億7,000万円ほどですか、そんな３年計画の大きな事業の投資もしなくてはいけま

せん。そうした流れの中で、もう少し時間をかけてこの統合、あるいは料金改定、そして海部

南部水道との統合についても検討をしていかねばなりませんし、将来的には、当然、愛西市全

体を思いますれば一本化が望ましいという考え方でいるところであります。 

 また、水道ビジョン、これは平成20年度までに望ましいという国の指針でありますが、それ

ぞれ担当や私が御説明申し上げますように、今、現実として愛西市の水道事業のあり方を見ま

すと、ただいま御報告申し上げましたような段階であるということでありまして、今具体的に

さあビジョンはいつ何年までというようなものは持ってございませんが、お示ししましたよう
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に、将来的にはそんな考えでおるということでございます。 

○９番（村上守国君） 

 合併協議会の会議録から判断して私がちょっと理解を先走っておったのかなという感じがい

たしますけど、いわゆる当時の議事録から判断しますと、即とは言いませんけど、近い将来、

企業団に統合するんだというふうに私は理解しておりました。といいますのは、今の市長のお

考えですと、速やかにということじゃなくて、いろんな愛西市の水道事業を精査しながら、い

ずれは統合するというような、選択肢の一つだということでしょうかね。 

 それと、私が先ほど、要するに国がいろいろな形の中で、自治体の方にこういう資料をつく

りなさい、こういう計画を立てなさいというような形の中で、本来は行政として各市民の方々

にそれぞれの自治体の事業指針を示すべきだというのが本来の僕は責務だと思っておりますが、

そういう中で、国がいろいろな形の中で資料の策定、それから計画を練りなさいということを、

愛西市の場合には、たまたま私が接する事業の中では進めておられないということは、これは

いかがなものなのかなという単純な疑問でございます。ですから、要は上級官庁からこのよう

な資料をつくりなさいということは、無駄なものは一つもありません。特に身近な問題が多々

あるわけでございますので、やはり積極的に僕は守るべきだと思います。それを幅広く市民の

方に周知し、お願いをし、行政運営に携わっていくのが皆様方行政マンの仕事ではないのかな

と思っております。 

 それと、次の質問に入るわけでございますけど、先ほどの答弁の中で、いろいろ要するに今

後八開を中心とした浄水場の整備をどうのこうのとかいうようなお話をされました。それは私

の考えますには、地域水道ビジョンの中で分析をしながら将来の水道事業のあり方等々を検討

して、その中で施設整備、あるいは企業団と統合するというようなことを定めるべきではない

かなと思う。ですから、策定順序が違うんじゃないの、そう思いますよ。要するに、地域水道

ビジョンというのは、先ほど申し上げましたあらゆる項目の中で、現在の経営しております事

業を率直に分析しながら将来の見通しをつくりなさいよというような、一つの指針をつくりな

さいということでございますので、それがすべてこちらで整備しましてから、それから地域水

道ビジョンをつくるというのは、僕は順序が違うような気がしますね。ですから、当然しっか

りとそういう基礎を検討して、将来の愛西市の水道事業のあり方等を見きわめながら、指針を

つくりながら、その中で僕は事業を運営すべきではないのかなと思いますが、もう一度お尋ね

します、この点について。 

○市長（八木忠男君） 

 先ほど申し上げました八開浄水場の修繕も、昨年度、急に退職する前の担当職員から申し出

があって過去の状況を聞いたわけでありまして、まさか３億7,000万円余の修繕が必要という

ことはさらさら考えていなかったわけでありますけれども、これは皆さん方にお示ししており

ますように、やっていかねばなりません。そうした状況であります。さあそこへ今八開と佐織

の統合を進める段階ではないということも御理解いただけると思いますし、さあそれが料金、

企業会計のあり方ということも、もう以前からこれも問われているわけでありまして、それが
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今すぐ佐織との統合を考えられる状況ではありません。そうした八開浄水場の修繕を済ませた

後という考え方でおります。御理解いただきたいと思いますし、まだこれは南部水道との統合

も具体的に南部企業団と折衝をしているわけではありませんけれども、相手さんのあることで

ありますし、経費的な面、営業内容など、すり合わせも当然必要になってこようかと思います

けれども、御指摘いただきました、大まかな私どものビジョン的なものも今後作成しつつ進め

てまいりたいと思っております。 

○９番（村上守国君） 

 事業を進める上においては当然順序というのがございまして、それに沿って満遍なく検討し

つつ推進するというのは当然の話でございますけど、例えば今話をいたしました地域水道ビジ

ョンの策定というのは平成16年度に国が示しているわけでございますので、それが、例えば八

開浄水場が急に更新整備をしなければいけないというのは今さら始まったことじゃございませ

んので、当然私はそういうようなビジョンの中で愛西市の水道はどのような形で進めていくん

だというようなことを決めて、それから事業を推進すべきだと私は思っております。ですから、

今の段階において、要するに八開の浄水場の推進計画というのは、僕はちょっと勉強不足で、

３年計画で更新をするんだというようなことはあまり存じていなかったわけでございますけど、

今、それぞれ企業会計の中で事務局としては一生懸命やっておっていただくわけでございます

けど、例えば平成19年度の水道事業の決算等を見ますと、確かに収益は1,700万ございました。

ただ、1,700万の収益を上げているんだけど、一般会計から繰出金が2,400万あるわけですね。

ですから、事業会計として独立採算制をとるのが本来の姿でありながら、一般会計から繰り入

れてもらって、その中で何とか収益がありましたよということは我々にとっては理解できない

わけですね。 

 ですから、例えば３年計画で更新事業を行いますよと。今、市長が３億7,000万円要すると

かどうのこうのということを言っておられますけど、その財源はどこから出てくるのか。とい

うことは、僕の調べの中では水道事業の財源というのは底をついているような感じがいたしま

すけど、ですから、八開浄水場の更新計画の中の財源はどのような形を考えておられるのか、

お尋ねいたします。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 今の御質問の財源につきましては、起債等を考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○９番（村上守国君） 

 当然起債だろうと思うんですけど、要は、それぞれの水道事業の一銭でも収益を上げようと

いう形はよく理解しておりますが、その中で、例えば19年度の決算等々を見ますと、例えば損

益というのは１立方メートル当たり八開村はマイナス17円84銭、佐織浄水場は１円74銭なんで

すね。ですから、企業団はこの場合、13円11銭の純損益を上げているわけですね。純損益をこ

のような形でやっている中で、八開はマイナス18円弱の結果が出ているわけですね。こういう

ことは、いずれは愛西市一円において同じような販売単価を設定しますよといいながら、要は
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事業会計でございますので、いち早く改善をしないことには、このような更新計画そのものが

僕はなかなか理解できないような気がいたしますね。そういう点についてはどうですか。それ

なりの方針があって、いわゆる要するに３年計画で借金をして改善するんだということについ

ては、何か企業努力的なものを持ってみえるのか、ひとつお尋ねいたします。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 大変申しわけございません。先ほど市長もお答えしましたように、突然降ってわいた修理で

ございますので、今のところ特別考えはございません。 

○９番（村上守国君） 

 いわゆるマイナスの説明そのものは僕らは聞く必要ありませんので、要は前向きな、いわゆ

る足で稼いだような内容の答弁、それから姿勢というのを示していただかないと、いや、これ

は降ってわいたような話でございますのでどうしようもありませんわということでは、行政マ

ンとしては務まりません。ですから、やはり部長が一人でお仕事をやるんじゃないわけだから、

組織で仕事をやっているんだから、どういうような現状で、要するにどういう形で運営されて

いるかということは絶えずヒアリングしながら、ミーティングしながら事を進めていただかな

いといけませんわな。 

 それと、八開地区については、一般会計、あるいは借金をして３年間で改善をしていくんだ

というようなことでございますが、一度、３年計画なら３年計画で結構でございますが、その

計画書的なものを私どもにひとつお示しをいただきたいと思っております。 

 それと一つ、細かい話でございますが、水道事業の関係で、新しい方が地区内にお住まいで

すと、当然加入をされますと、量水器の取りつけ、いわゆるメーターの取りつけ等々は当然必

要とします。これは法的にも８年に１回ずつ更新をしなければいけないと思っております。量

水器については一般家庭用では13ミリが普通でございまして、ほかは20、25、40、50とかいろ

いろございますが、この量水器の購入方法は愛西市の場合はどういう形でやっておられますか。

例えば年間単価契約で単価を決めるとか、必要の都度、要するにその都度随契なり入札をして

おるとか、いろいろな方法があろうかと思いますが、どういう形で購入し、単価の設定をして

おられるか。例えばモデル的に13ミリで結構でございますが、教えていただけませんか。 

〔発言する者あり〕 

 まあ、部長さんは資料をお持ちでないような感じがいたしますので、私の方から。ただ、こ

れはどういう形で購入しておられるかということはわかりませんけど、一つは、愛西市の水道

事業の購入単価が非常に高いわけですね、他に比べて。例えばこの資料によりますと、2,635

円が13ミリの量水器の購入単価であります。例えばこれが南部の企業団ですと1,700円、津島

市の場合は2,090円、七宝町の場合は1,740円、美和町の場合は2,120円、蟹江町の場合は1,890

円ということでございます。ですから、極端な言い方をすれば、すべて20なり25、40、それぞ

れの品種においても愛西市水道事業の量水器の購入単価が非常に高いわけですね。ですから、

これはどういう形で、入札なり随契なり、要するに求めておられるのか、ちょっと確認したか

ったわけです。 
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 それとあわせて、この量水器の流れといたしまして、当然、水道事業者である愛西市が購入

いたしまして、それを工事屋さんに依頼をいたしまして、それぞれの屋内工事で完了したとき

に物を提供してあと完了ということだと思いますけど、そのときに当然工事費が伴うわけです

ね。工事費が伴うわけですけど、その工事費はどういう形でやってみえるのか、お尋ねしたい

んですけど。 

○上下水道部長（飯田十志博君） 

 見積もりだそうでございますので、よろしくお願いいたします。 

○９番（村上守国君） 

 もう時間がちょっと来てしまいましたので、今、見積もりというのはちょっと、要するに見

積もりというのは、そうすると工事単価、要するに工事をやっていただくときの見積額は決ま

っていないわけですか。要は、その都度見積もるわけ。年間の見積単価じゃないの、これは。

もういいです、はい、わかりました。とりあえずこれは一つ宿題にしておきますので、ただ、

他の水道事業と比較いたしまして随分個々の単価が違いますので、どういう形で契約行為をし

ておみえになるのか、ひとつ検討してください。 

 それと、あくまでも水道事業は企業会計だということを、事業会計だということを頭に置い

て、そんな一般会計からどうのこうのとか、お金を借りるんだとか、そういうような資金の裏

づけそのものは、僕はしっかりとした基礎をつくって事業を推進していただきたいと思います。 

○上水道課長（八木恒夫君） 

 メーター器の購入の件ですが、見積もりで、業者から１個当たりの単価ということで見積も

りをとっております。それで、単価の違いですが、当然、購入量の違いによるものだというこ

とで、愛西市の場合、年間の加入申し込みの相当分ということで数量を設定してやっておりま

すので、それぞれ各水道事業で単価の違いがあるかと思います。 

○９番（村上守国君） 

 数量が少ないから単価が高くつくという、それはちょっと考え違いだと思いますよ。ですか

ら、やり方一つによっては、例えば随契か見積もり競争か何か知りませんけど、いわゆる南部

水道の企業団と話し合って、南部水道の落札の業者に対して例えばこれを面倒見てくれとか、

いろんなやり方が幾らでもあるんですね。ですから、腐るものじゃないもんですから、一つ一

つ見積もるんじゃなくて、ある程度予備を抱えておくとか、そういうことをして、もう少し公

費の執行についてよく検討してやってもらいたいなと思っております。 

 次にちょっと質問を変えさせていただきます。 

 災害時の避難対策につきまして、先ほどお答えをいただきました。これは赤本に基づいて私

は計画がスムーズに実施されてないんじゃないかと、実践されてないんじゃないかということ

を質問しているわけでございます。ですから、要は我々はその赤本によって、住民の方は災害

が発生した場合にはどのような形で避難するなり行動するかというのが我々の一番肝心なこと

でございます。ですから、例えば避難路がまだ設定してありません、これは既に施行されまし

て二、三年たっているわけでございますので、通学路と同じだと思いますよ。ですから、要す
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るに事務局の方が地域の代表者、総代さんとひざを交えながら、例えばこの地区においては、

例えば永和中学校へ避難する場合にどういうような道をたどったらいいかということはよくわ

かるわけでございます。ですから、それは早急にひとつ検討していただきたいということと、

それから、模範的なマニュアルをつくってくださいということなんですね。ですから、先ほど

避難に困難な方のどうのこうのというようなことがございました。それも大切かもしれません

けど、要は地域ぐるみでの行動をすべきだと私は思っておりますので、それを、例えば災害対

策本部から自治会長に連絡を受けてから、勧告を受けてからどのような形で所定の避難所へ避

難するかということを、やはり僕はそこの全地域の住民の方が頭の中に置いて日常生活をすべ

きだと思っておりますので、ですから、こんなことは難しいことじゃないんです。ですから、

要は一つのモデル的な模範的なマニュアルをつくっていただいて、要するに各地域の実情に合

わせてマニュアルをつくるということでございます。 

 それと一つは、我々の言い方をすれば、避難所の運営方法に関する、例えば避難所マニュア

ルということも必要ではないのかなと。要するに、市の職員がすべて避難所の対応をするとい

うことはあり得ないわけです。だから、地域の住民、あるいはボランティアの方、いろんな方

たちが入りまじって避難所の運営をするということでございますので、そういうようなことを、

身近な問題からひとつ手がけてもらいたい。早急に完成してもらいたいなと思っております。

ですから、赤本は立派にできております。我々の見る限り、すばらしいものがあります。ただ、

その中身が、実践が全然至っておりません。ですから、早急にひとつやっていただけませんか。 

 それと、先ほどの第１次避難所であります永和中学校の場合でも、それは避難所としては指

定はよろしいかと思いますが、果たして災害が発生した場合、避難命令が出た場合に、そこが

対応し切れるかと、避難所として我々が使い切れるかということを言っているわけですね。で

すから、現状はよく見ていただければわかりますけど、永和中学校の場合には、避難所として

は適さない地区に建っているわけですね。周囲の状況もよくないわけですから、そこを何とか

市民の安全を考えた場合には考える要素がないのかなというのが私の質問の内容でございます

ので、すべての公の施設が避難所ということはよく理解しておりますが、やはり市民の方が安

全に避難をしていただける場所として行政が提供できるというのが第一だと思いますよ。です

から、そこはやっぱり適材適所ではございませんけど、要するに現地をよく確認しながら、一

番大事な施設でございますので、指定等々をお願いしたいなと思っております。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて９番議員の質問を終わります。 

 ここで少し休憩をとります。再開は２時35分から再開いたしますので、よろしくお願いしま

す。 

午後２時27分 休憩 

午後２時35分 再開 

○議長（加賀 博君） 
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 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 次に、通告順位４番の13番・近藤健一議員の質問を許可いたします。 

○１３番（近藤健一君） 

 議長の許しを得、通告に従い一般質問させていただきます。 

 今回は、勝幡駅前開発についてと、旧佐織地区の防災無線の活用についての２点で行います。 

 最初、勝幡駅前開発について。 

 この質問は前にも行いました。今は、階段を使い、北の改札口しか使えません。駅前開発が

できると、南にも改札口ができます。南口の改札は、老人、子供、障害者などはすぐ改札でき、

一日も早くできることを望んでいるので質問いたします。 

 今、駅の線路の北側、南側と家が逐次壊され、そして整備されております。また、畑なども

一部はことし末までということを聞いております。３年ぐらいを目標に土地を取得したいと聞

いておりますが、８月末までの状況をお聞かせください。 

 また、今後の土地取得の予定、そして勝幡駅前開発の開発予定の概略をわかる限り教えてく

ださい。 

 そしてまた、問題になっている点はないか、また問題が出てきたとき計画の変更等はないか

をお聞きいたします。 

 ２点目に、旧佐織地区の防災無線の活用でございます。 

 今は、６時45分、11時45分、４時45分の３回放送があります。現在放送されていることは、

市の行事、旧佐織町の建物火災、警報などでございます。残りは音楽が流れて終わる状態でご

ざいます。 

 今、愛西市内でも空き巣、痴漢、ひったくり等犯罪が多発しております。ある地域では、数

軒の家が、かぎのところを少し切り、かぎをあけるやり方で軒並み泥棒に入られました。また、

少し離れたところでは二、三軒も入られております。またあるところでは、朝方に入られ、財

布をとられたと聞いております。このようなプロ的な犯罪が起きております。また、７月の時

点で、このときに、私は聞きましたときに、総務課へ行き、総務部長のところに、こういう問

題があるから何とか防災無線で啓発を促せれんかということで役所の方へお尋ねしました。総

務部長と副市長の前で、せっかく防災無線があるんだから、起きたときに何とかすぐに放送で

きないかということで相談に行きました。それから３日ぐらいはその報道をしていただきまし

た。また、女子学生のところに不審者が出ても、学校には連絡が行き、一斉下校しているよう

です。このような犯罪があっても、私たちの耳に入ってくるのは数日か月を過ぎてからしかわ

かりません。このような事件が発生したときは、防災無線を利用し、市民に聞いてもらい、一

人でも多くの目をもって守るべきではないでしょうか。 

 旧佐織町のこの充実した防災無線が十分に活用されていないのではないかと思っております。

今、音楽のみで終わるのは90％ぐらいじゃないと思っております。ある人は音楽のみだから放

送を切る、ある人は音を小さくしているなどと聞きます。もしものことがあっても役に立たな

い状態になりかねません。もっと身近な行事、事件を放送することにより、この防災無線機を
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活用できるのではないかと思っております。 

 この防災無線はどのくらい細かく地域を放送できるか、また市としてどのくらいの地域まで

は可能か、その放送する資料をどのようにしてそろえられるかをお教えください。 

 壇上での質問を終わらせていただきます。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 それでは私の方から、勝幡駅前開発についてという項目で２点ほどお聞きでございますが、

それについてお答えをさせていただきます。 

 まず１点目の、進捗状況の御質問かと思いますが、それにつきましては、８月末現在で契約

の状況で申し上げますと、土地につきましては58筆中33筆契約済みという形をとることができ

ました。建物等の補償につきましては26件中15件、それから借家人補償ということで、借家に

お住まいの方への補償でございますが、これにつきましては17件のうち16件を契約させていた

だくことができました。この件数の関係、先ほど申し上げたものすべてを全体件数分母として

進捗状況の率を申し上げますと、おおむね63％ほどが契約済みというような状況になろうかと

思います。 

 それと２点目でございますが、土地買収、それから建物等の補償につきましては平成21年ご

ろまでに完成をしたいなというような目標でおります。また、大きな問題はないかというよう

な御質問でございますが、現在のところ問題になるというような問題についてはないと思って

おります。今後も引き続き誠意を持って未契約の方々と交渉を進めてまいりたいと思っており

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 なお、計画の変更についてもお聞きでございますが、今のところこういったものはございま

せん。よろしくお願いをいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 私の方からは、防災無線についてお答えをさせていただきますけれど、先ほど議員が壇上か

ら申されておりますとおり、１日３回の放送を行っております。 

 現在の状況でございますが、利用する場合におきましては、関係部署並びにコミュニティー

等の関係団体から申請書類によりまして依頼を受けた後に、無線管理者の判断により実施の有

無を決めております。 

 放送の内容でございますけれども、コミュニティーごとでも放送が可能となっておりまして、

各コミュニティー行事での参加案内なども１日３回の放送の中で録音をあらかじめ行って定時

放送をしておりますし、また天候等で行事が急に中止となった場合、これは事前に申請のとき

に中止のときも流してほしいというものをつけ加えていただいておりますけれども、その時点

で、決行が決定された場合には、そのときに改めて、今度は口頭でよろしいですから、宿日直

者へ連絡をしていただければ対応して放送をしております。もちろん市の行事等で周知が必要

と思われるものにおきましては地区全体を流しております。 

 次に、佐織地区で火災が発生した場合の関係でございますけれど、消防本部から直接、火災

情報が遠隔制御装置によりまして佐織地区全体に流れることになっております。先ほど議員が
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ある事件のことを言われましたけれども、私どもといたしまして、住民の皆様に周知しなけれ

ばならない情報とか、また注意を促すような情報があれば、お互いに知らせる範囲内において

行っておりますし、今後も進めていきたいと、このように考えておるところでございます。以

上です。 

○１３番（近藤健一君） 

 ありがとうございます。 

 それでは続いて、逐次再質問をしてまいります。 

 我々聞いていて今問題になる点が一、二件あるように聞いておりますが、そのようなことは

今あるんでしょうか。家の立ち退きに対して問題にというか、ちょっと難しいということが少

し聞いたことがございますが、その点についてお伺いします。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 どの辺までを問題ありととらえるかということが、これはお互いの認識の中で違いがあろう

かと思いますが、現在その地において住居を構え生活しておみえになる方を、そこを申しわけ

ございませんがおのきくださいと言う以上は、移りかわっていただく土地の取得、それから建

築の計画、そういったことはもちろんでございますが、費用の関係もいろいろございます。私

ども職員が相手方の方へ伺いまして、そうかそうか、よう来てちょうたと、すぐ判こを押すと、

こういうようなことはまずもってございませんので、いずれにしましても、相手方の方に十分

御理解をいただいた上で捺印、御契約をいただくということで、粘り強く交渉してまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○１３番（近藤健一君） 

 それじゃあ大体、何とかこの３年を目安に土地取得は可能と考えて結構だと思いますか。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 １回目の御答弁で目標を申し上げたわけなんですが、こういったことは相手があっての交渉

事でございますので、私どもとしてはでき得る限りその目標を達成できるように努力はしてま

いりますけれども、何分にも相手のあることですので必ずその年までにとは申し上げられませ

んが、そういった目標に向けての努力はさせていただいておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

○１３番（近藤健一君） 

 よろしくその点はお願いいたします。 

 また、計画などで、今図面ではたしか南側の改札の方にトイレがなかったですよね。だから、

この辺のトイレの設置ということも何とか変更の中へ入れていただけないか、ちょっとそこも

お伺いいたします。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 詳細につきましては、もう少しお時間をいただいた上で、そういったこともまた議会の方へ

御報告方、御相談をかけたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○１３番（近藤健一君） 
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 この事業も、もう一遍ちょっと確認のためですけど、総事業費は約20億で間違いなかったで

すか、お聞きします。 

○経済建設部長（篠田義房君） 

 ちょっと間違いないですかと言われますと、先ほど申し上げましたように、まだきちんとし

た設計書ができておりませんが、一応おおむね20億という事業費を想定いたしております。 

○１３番（近藤健一君） 

 ありがとうございます。 

 勝幡駅前開発についてはそのぐらいで、よろしくお願いいたします。 

 次に防災無線の方でございますが、今、旧佐織町におきましては、全世帯無償で個別無線機、

そして外のマイクが各コミュニティー、プラス古瀬公園、佐織支所、それからもう１ヵ所、３

ヵ所あります。これは今どのくらい細かく、私が聞いているのはかなり細かく放送できるとい

う可能性を聞いておりますが、その点についてまだ返答がございませんでしたので、ちょっと

お願いいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 失礼いたしました。細かくというようなことでございまして、答弁を漏らして申しわけござ

いませんでした。 

 個別受信といたしましては、30分類の放送は可能であるということは聞いておりますが、合

併後におきましてはコミュニティー単位と全体との２種類に絞って放送を行っておるというの

が現状でございますので、よろしくお願いいたします。 

○１３番（近藤健一君） 

 ありがとうございます。 

 今、コミュニティー単位で放送が可能ということでございますが、現在、流れてくることに

おいて、コミュニティーでの行事があまり流れることが少のうございます。この点について、

コミュニティー推進協議会というものが立ち上がっておると思いますが、そういうところでお

話などはきちんとされておりますか、お伺いします。 

○企画部長（石原 光君） 

 コミュニティーの行事の放送の関係でございますけれども、五つのコミュニティーの協議会

があるわけでございます。それぞれ一応行事については計画をされております。それで、放送

につきましては、それぞれのコミュニティー協議会の判断において適宜その放送がされておる

と。現状もそうでございますけれども、推進協議会が立ち上がった中で、そういったような運

用がされているというふうに理解しております。 

○１３番（近藤健一君） 

 ありがとうございます。 

 ちょっと古い話でございますが、あんまり言いたくないんですけど、２年ぐらい前、旧佐織

町内において強姦か強姦未遂がございました。住民から、その場所に防犯灯をつけてほしい、

広報などで啓発活動できないかという意見を聞きました。また、その犯人が六輪駅の付近で見



－１７６－ 

たことがあるということを聞き、事実確認のために佐織交番へ行き確認をとりましたところ、

その事件は受け付けていないと。また、その後も津島署の方へも行き確認をいたしましたが、

そういう事件は受け付けていないという返事でございました。また市にも聞きましたけど、聞

いていないという返事でございました。その後の話で、その地区の駐在員の方から、防犯灯を

市に話をし、早急につけてもらったという返事をいただきました。ということは、市が完全に

知っていると思っております。こういう場合、犯罪は警察と行政と住民によって防げるものだ

と思っております。こういう周知をどのようにされているか、ちょっとお聞きいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 今議員が申されましたように、犯罪等の発生した場合の放送ということだと思いますけれど

も、私どもといたしましては、警察の方からの情報というのはほとんど入ってこないというの

が現状でございまして、情報をいただけるのは、近藤議員さんのような議員さんとか、また地

元の代表者の方等の情報でございます。そういうような中におきまして、御親切に提供してい

ただいているわけではございますが、それが果たして本当か本当でないか、表現的には悪い言

い方ではございますが、事実確認を行わなければ公に流すことはちょっと無理です。そういう

ようなことからして、私どもそういう情報がいただければ、確認を行った後に、いいか悪いか

を判断して放送をいたします。といいますのは、私どもといたしましては、以前、虚偽の放送

をしたとか、また犯人の目星がついていて、それをやると放送することによってまずいという

ようなことも警察さんの方から聞いたこともございますので、公放送をするには慎重な態勢に

ならざるを得ないと、そういうようなことで御理解がいただきたいと存じます。あくまで緊急

性を有するものであれば、再発防止も含めまして、確認がとれ次第、対応をさせていただきた

く思っております。よろしくどうぞ。 

○１３番（近藤健一君） 

 今みたいに言われるんですけど、私が愛西市の議員として交番なり津島署も全部こういう啓

発活動をしたいために事実確認を言っていても、それがないと。それであって、地元駐在員が

市の方へ申し出て防犯灯をそこへつけて、現実、ついております。こういう状態であれば、間

違いなくあったんじゃないかという、事実がね。そういう場合に、被害者の保護のため、期日

を変えるなり、何らかの格好で啓発活動ができないかということを私は言いたいのでございま

す。ずばり言って、その被害者に迷惑をかけることは、これは絶対できないことだと思ってお

ります。だけど、こうやって六輪の駅にそのときでもその犯人がいたということも聞いており

ますから、私は次の再発防止のために確認をしても、その返答が余りにもそっけない返事だと。

であって、現実に街路灯がつくというのはおかしなもんだと私は思っておりますので、ですか

ら今後、総務課から今警察のＯＢの方が来てみえますよね、この方に週に１回なら１回警察の

方へ、軽犯罪なんかは流れてきませんから、尋ねていただきまして、その情報を得て広報等で

流していただきたいという気持ちをもって今質問させてもらっております。また、地元の身近

な事件とか行事があることによって、防災無線を身近に考えるといいますか、先ほど言いまし

たように、電源を切ったり、音を小さくするということはなくなると思いますので、このよう
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なことをお願い申し上げます。 

 そして、立田地区には同報無線がございます。同じように愛西市でございます。そちらの方

にも、私の聞いているところによりますと、立田地区でもそうやって、学生がかばんをとられ、

数キロ離れたところへほかってあったという情報も得ております。だから、そういうあるもの

をきちんと使ってほしいという気持ちでございます。また、佐屋、八開に対しても何らかのそ

ういう組織的に啓発できることを考えていただきたいという考えをもって今質問させていただ

いております。どうかよろしくお願いを申し上げて、質問を終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて13番議員の質問を終わります。 

 次に、通告順位５番の６番・榎本雅夫議員の質問を許します。 

○６番（榎本雅夫君） 

 議長のお許しを得ましたので、通告に従いまして、出前講座についてと、介護保険料の所得

段階区分についての２項目を質問させていただきます。 

 最初に、出前講座について質問いたします。 

 合併してから約３年半が経過いたしました。市民に対する行政情報は、広報とか、いろいろ

な機会を通じて提供されておると理解しております。今後も市民と行政が一体となってまちづ

くりを進めていくことが必要不可欠でございます。行政は、市民にとってわかりにくいさまざ

まなことに十分理解をしてもらい、市民のニーズや考え方を把握していく努力が必要であると

思います。市民の皆さんが、ここが知りたい、聞きたい、学びたいということに、行政が各地

の要請されるところに出向いていって直接対話する機会を多く持ってはどうかと考えます。 

 出前講座は、職員の専門的知識を生かした講座を設けることで、市民の多様な学習講座に応

じることができ、職員の意識改革にもつながると考えます。またその効果は、行政への信頼感

が生まれやすい、住民の学習機会がふえる、また住民参画の動機づけになるのではないかと考

えます。出前講座を実施している市町を調べてみますと、運営形態やメニューの講座の数はさ

まざまですが、担当課別に内容を決め、講座一覧表をつくっております。場所については、市

内の公共施設を使用し、希望者が手配する。受講対象人数については10人以上が多く、講義時

間は60分ぐらいが比較的多く取り組んでおります。合併前の佐織町においては、ふれあい出前

講座を行っておりました。愛西市になっても取り組んではどうかと考えます。 

 そこで、３点についてお伺いします。 

 まず出前講座についての考え方について、２番目としまして、合併してから今日までどのよ

うな説明会みたいな講座を行ってきたのか、内容と状況、具体的に実施した回数やら、どのよ

うな意見があったとか、効果についてお伺いしたいと思います。３番目として、今後、講座メ

ニューをつくって取り組んではどうかと考えます。 

 次に２項目めの質問といたしまして、介護保険料について質問いたします。 

 愛西市第３期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の中におきまして、高齢者人口の推計

では、愛西市、平成26年度の人口を約６万5,700人と、高齢化比率26.6％と想定しております。
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合併したときは、平成17年度は約19％、18年度は20％、19年度は21％と、年々高くなってきて

おります。このような高齢化が進む中、介護を必要とする高齢者が増加している現状でござい

ます。 

 高齢者の方が安心して介護サービスを受けることができるように社会全体で支えていこうと

いう介護保険制度が平成12年４月に導入されまして、約８年半が経過したところであります。

平成18年４月には介護保険法改正で地域支援事業が創設され、また予防重視型システムへと転

換されて、介護予防の充実が図られているところであります。 

 愛西市の19年度の介護保険給付費は、居宅、在宅サービスでありますけど、３万2,639件で

11億8,613万7,650円、施設サービスに関しましては5,033件で12億8,663万9,645円であります。

地域密着サービスに関しましては459件で１億619万4,605円であります。また、介護予防サー

ビスの介護給付費でありますけれども、居宅サービスは4,555件で8,005万7,128円であります。 

 来年、21年度は介護事業計画、これは３年ごとに見直しが定められておりますけれども、そ

れは３年間の介護給付費の推計に基づいて額を決定されて介護保険料が決まることになってお

りますけれども、本市におきます介護保険料、65歳以上の方ですけれども、基準保険料は月額

3,850円、年額４万6,200円であります。介護保険料はサービスの基準の内容や量によって設定

されるものでありますから、当然、サービスを利用する方が増加すれば、それに伴って保険料

がふえるのもある程度仕方がないことだと理解しております。 

 そういう中でも、低所得者の方において、負担軽減について対応していただきたいと思いま

す。19年度の介護保険料収納状況99.15％ですが、普通徴収については未収額が594万5,300円

で92.22％であります。また、不納欠損額は309万5,500円という現状であります。滞納してい

る方の中には、生活が困窮している、払いたくても払えない方もおられると思います。そうい

う中で、低所得者の負担を軽減することで、所得段階区分を現在の６段階から細分化して、７

段階、あるいは８段階にふやしてはどうかと考えます。 

 全国でこの段階別、10段階の保険料を設定している保険者は全国で５ヵ所、５市あるんです

が、そういう中で、下関市では第３期介護保険料については、より細かく所得段階を設定しま

して、細分化することで低所得者の負担軽減を図ることにより、住民サービスの向上にもつな

がるというふうに考えてやっているそうでございます。愛知県におきましても二つの市、これ

は名古屋と津島ですけれども、あと七つの市が７段階に設定しております。半田とか刈谷、安

城、蒲郡、犬山、江南、岩倉の市でございます。 

 そこで、４点お伺いしたいと思います。 

 一つ目としまして、来年、21年度からの介護保険料の事業計画の見込みについてお伺いしま

す。２点目としまして、第１段階から第６段階の人数、３番目として、各所得段階別の収納率、

最後に、来年の見直し、今されていると思いますけれども、今の段階、６段階から一つ二つふ

やしていただいて、所得の低い方の負担に対応できるような取り組みをしてはどうかとお伺い

します。 

 以上、壇上からの質問を終わりまして、あとは自席からお尋ねしたいと思いますので、よろ
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しくお願いをします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 私の方からは、出前講座について３点御質問をいただいておりますので、順次お答えをさせ

ていただきます。 

 まず最初に、御答弁をさせていただく前に、出前講座についての私どもの考え方について述

べさせていただきます。 

 出前講座につきましては、市民の皆さんが知りたいこととか、また聞きたいこと、それを市

が示します講座メニューから選んでいただきまして、市の職員が講師となって、市民の皆さん

のところへ出向きまして市の行政内容などを身近にお話をする、市民の方と行政が一体となっ

たまちづくりを進めていくものだというふうに理解をいたしております。 

 最初に、出前講座についての考え方でございますけれど、皆さんが市政などについてわから

ないことなどを市の職員が地域の公共施設などにお伺いをして身近にわかりやすくお話をさせ

ていただくということは、市民と行政が一体となったまちづくりをしていく上で大変必要なこ

とであると思っておりますし、市政の取り組みなどをよりよく理解していただく上で大変いい

方法だと思っております。またあわせまして、職員の研修の場ともなりまして、その現場での

経験というのは職員の意識改革にもつながるということで感じております。 

 次に２点目の、今日までどのような講座を行ってきたかというお尋ねでございますけれども、

合併後におきましては、市側から市民の方への情報提供といたしまして、工事とか事業説明会

を開催してきております。地元説明会におきましては、平成17年度は21回、18年度は34回、19

年度は22回、平成20年度、８月末でございますが、４回行ってきております。事務事業を円滑

に進めていくための説明会でございます。 

 また、自主防災会とかコミュニティー単位での防災訓練におきましても、消化器の取り扱い

とか応急措置、またパワーポイントを使用しての地震等に備えた講習会も行ってきております。

消防署におきましては救命講習を行っておりまして、平成17年度には87回、18年度は104回、

19年度は75回、20年度は56回実施をしてきております。また、自主防災訓練に消防署の職員が

指導に出る場合もあるわけでございますが、17年度には61回、18年度は69回、19年度は72回、

20年は34回出向いていっております。またそのほかに、保健部とか福祉部におきましては平成

18年度から老人クラブさん等を対象に講座を実施いたしておりまして、ちなみに18年度におき

ましては10回、平成19年度におきましては10回、20年度は８回開催をしてきております。 

 ３点目の今後の取り組みの状況でございますけれど、市民の方の御要望等は多岐にわたると

は思いますけれども、各担当課に開催可能な講座の内容についての検討や確認をした上で、ま

た他市の状況等も参考にしながら、前向きに、講座メニューの準備作業が整い次第、開設して

まいりたいと、このように考えておるところでございます。 

 私の方からは以上です。よろしくお願いします。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 それでは、介護保険料のお尋ねにつきまして御答弁をさせていただきたいと思います。 
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 まず１点目の、21年度から介護保険料の事業計画と見込みについてはというところでござい

ますが、現在、平成21年度から23年度までの保険料を算定するに当たりまして、介護サービス

等の見込み量を推計している段階でございます。そういうところで、まだ現状では出ておりま

せんので、よろしくお願いいたします。 

 それから２番目の、第１段階から第６段階の人数でございますが、19年度末で申し上げたい

と思います。第１段階が79名、第２段階が1,222名、第３段階が734名、第４段階が5,940名、

第５段階が4,265名、第６段階が2,212名となっております。 

 それから３点目の各所得段階別の収納率でございますが、19年度分に賦課されました現年度

分でございますが、第１段階が96.7％、第２段階が97.8％、第３段階が98.8％、第４段階が

99.4％、第５段階が98.9％、第６段階が99.3％となっております。 

 続きまして４点目の、来年の見直しに所得段階区分を６段階からふやし、７段階か８段階の

区分にして所得の低い人の負担に対応する取り組みをしてはどうかというお尋ねでございます

が、保険料が高くなってきますと、所得が少し変わることによって大きく介護保険料が変わる

ということになります。したがいまして、こういった多段階の要望が出てくるということは私

どもも十分承知はしておるところでございます。ところが、先ほども段階別の人数を申し上げ

させていただきましたが、低所得者といいますか、第１段階、第２段階、そういった方々の人

数が課税されている方々に比べて随分多いわけでございまして、そういった方々の負担がその

課税される方々に対して大きな負担になりはしないかと、そういった問題があると思っており

ます。したがいまして、基本的な保険料のアップ率もありますし、そういった個々の階層別の

アップ率もありますので、その辺のバランスをよく見ながら今後検討していきたいと、そんな

ふうに思っております。また、この計画につきましては策定委員会等もございますので、そち

らの方の委員会の中でも十分御議論をいただきまして進めていきたいと、そんなことを思って

おります。以上でございます。 

○６番（榎本雅夫君） 

 答弁ありがとうございました。 

 一、二点再質問をさせていただきたいと思います。 

 出前講座については、今部長の方から前向きにいきたいという答弁でありました。本当に、

先ほどの合併してからの、出前講座ではないけれども、いろんな説明会等で何回か市の方から

市民に対して行われたと。内容を聞きますと、やっぱり自主防災とか、あるいは消防署からの

そういった講習、あるいは保健福祉、18年度からは老人クラブを対象とした講座ということで

あります。ですから、すぐには、いずれにしましても一気にたくさんの項目で職員がすぐ行っ

てというふうじゃなくて、一つだけ確認をさせていただきたいんですが、今、前向きにという

ことでありますけれども、考え方として、今、課が幾つもあるんですけれども、今までの過去

にいろんなテーマというのがありましたけれども、それ以外に考えてみえるのか、ちょっとお

聞きしたいと思います。 

○総務部長（水谷洋治君） 
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 講座のメニューとかテーマの関係でございますけれど、今私どもが行っておるのは、福祉と

か保健部の方でもやっているほかに、各先進地の市町等の講座のメニュー等も参考にしながら、

また私どもの準備が可能なものから順次始めていきたいと。初めから大盤振る舞いにというよ

うな考えはなく、地道にやっていきたいと、このように考えております。 

○６番（榎本雅夫君） 

 今言われましたけれども、やっぱり市民の皆さんの方は、例えばこういった講座メニューが

あると、このことを聞きたいなというときに、そういったのを見れば、市役所から職員の方が

説明に来てくれるという、お願いしやすいということもありますので、ぜひ具体的に、前向き

にということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、介護保険料についての再質問ですけれども、いろんな答弁をいただきましたけれども、

収納率も全体で99.15％ということですけど、これは特別徴収は引かれるわけですので、普通

徴収に関しては、資料を見ますと第２段階が83.63％、第３段階が79.20％、第５段階が

89.77％、90％を切るような状況で、普通徴収に関しましては92.22％でありますので、その辺

のところの対応というか、対策もお願いしたいと思います。 

 それで、21年度、第４期の介護保険料についてはまだ決定していないということで、今後も

介護保険事業の策定委員会の中で検討していくということでありますけれども、策定委員会の

方は何回ぐらい今後行われる、わかる範囲でよろしいんですが、予定しているのか、お聞かせ

ください。 

○福祉部長（加賀和彦君） 

 既に過去に１回開催をさせていただきましたが、今後、２回目を来月開催をしていく方向で

今準備をしております。その後、必要に応じて、国等のいろんな資料等の提供等もありますの

で、そういったことを眺めながら随時それ以後は開催していきたいと、そんなことを思ってお

ります。 

○６番（榎本雅夫君） 

 先ほど部長の答弁の中で、なかなか全体でしますので、介護保険料、低所得者の方の人数が

少ないからなかなか難しいという話でございました。他市の７段階、８段階を見ますと、愛西

市の場合、第６段階が200万円以上であるんだけれども、ほかのところを見ると200万円以上か

ら400万円あるいは500万円、それから500万円以上というところもなっておりますので、確か

に全体でやっていくわけでございますのでなかなか厳しいかと思いますが、もう一度また、時

間がございますので、当然何回か検討される中で、そういったところも細分化していただきた

いと思います。 

 いずれにしても、来年以降にそういったサービス量が確定して、また介護報酬、介護保険料

が決定されるということでありますけれども、所得が少なくて厳しい状況に置かれている高齢

者の皆様が少しでも負担が軽減できるような取り組みをしていただきたいと思います。 

 最後に部長に、何回もくどいですけれども、一度またそういった策定委員会にこういった提

案をしていただけるかどうかを聞きまして、質問を終わりたいと思います。 
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○福祉部長（加賀和彦君） 

 先ほども少し触れさせていただきましたが、本当に所得が少し違うだけで階層が変わるとい

うことで、しかもこれは保険料が高くなれば高くなるほどそういった差が大きくなるわけでご

ざいまして、そういった意味からも多段階制の必要性ということは私どもも十分認識をさせて

いただいております。そういうこともありますが、ただ、先ほど低所得者の人数が少ないとい

うふうに榎本議員はおっしゃられましたが、低所得者、要は課税される所得のある人の方が少

ないもんですから、低所得者の人の方を例えば仮に100円値下げをしても、所得のある人の方

には200円、300円となってはね返ってくるという、そういったまたバランスといいますか、負

担感が大きくなるということも考慮しなければならないと。改正されたことによりまして以前

に比べて２倍になったとか３倍になったとかということになりますと、やはり幾ら所得のある

方でも負担感は拭えないというふうに考えますので、その辺のことも考慮しながら十分検討さ

せていただきたいと、そんなことを思っております。以上でございます。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて６番議員の質問を終わります。 

 ここで10分間ほど休憩をとりたいと思います。再開は３時35分、よろしくお願いします。 

午後３時25分 休憩 

午後３時35分 再開 

○議長（加賀 博君） 

 休憩を解きまして、会議を再開いたします。 

 次に、通告順位６番の14番・小沢照子議員の質問を許可いたします。 

○１４番（小沢照子君） 

 議長よりお許しをいただきましたので、通告に従いまして、大項目１点目の携帯電話のメー

ル配信についてと、２点目、教育行政についてを質問させていただきます。 

 最初に、携帯電話のメール配信についてでございます。 

 現在、愛西市の情報発信・伝達の方法は、ホームページや広報紙、そして、全域ではありま

せんが、同報無線などがあります。近年、携帯電話の大幅な普及に伴い、多くの市民の皆さん

が携帯電話を持っておられますので、その携帯電話にメール配信することにより、迅速で確実

な情報伝達が可能となります。緊急性を要するものとして、広報緊急情報、気象情報、地震情

報、災害情報、防犯情報、食中毒警報、光化学スモッグ警報などがあり、また平常時におきま

しても、行政情報、イベント情報などの多様な情報発信・伝達にメール配信をと考えますが、

市長の御所見をお聞かせください。 

 また、このメール一斉配信は登録制を採用している自治体が多く、その際、サービスを受け

る市民が取得したい情報だけを選択して配信を受けることができ、途中からでも中止すること

ができるという利点がありますが、先進の自治体の状況をお聞かせください。 

 そして、メール一斉配信実施の場合の予算について、設置初年度予算と毎年の維持費はどれ

くらいかかるのか、お伺いをいたします。 
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 次に、大項目２点目の教育行政について質問をさせていただきます。 

 まず教育行政における学校支援ボランティア事業の推進についてでございます。 

 文部科学省は、2008年度より、学校教員の負担軽減を図り、教員が子供と向き合う時間の拡

充のため、各地で地域住民による学校支援活動を促進し、地域ぐるみの子供の教育の推進や、

地域の教育力の向上などを図る取り組みとして、学校地域支援事業をスタートさせました。全

国に学校支援地域本部を設置し、学校支援員の育成や、学校のニーズに応じた多様な人材の確

保、人材派遣の円滑化、ＮＰＯによる学校支援など、人材派遣システムの整備のための研究・

調査を実施しているところですが、既に革新的な取り組みで話題を呼んでいる先進的な自治体

も幾つかございます。 

 ある自治体の支援事業には、学校の環境整備支援と学校の教育活動支援があり、環境整備支

援の内容といたしましては、校舎等の補修、窓ガラス清掃、草刈り、花壇づくり、植木の剪定、

図書整理、教材教具作成など、また教育活動支援といたしましては、教科指導の補助、これは

体験談や特殊技能教授、読書指導などでございます。学校行事、クラブ活動の指導、内容は、

講話、実践、校外学習指導、生け花指導、楽器演奏、各種スポーツ指導などでございます。総

合的な学習の指導、生徒指導、相談活動等の補助も行っております。 

 学校ボランティア支援活動は、自治体の積極的な取り組みが必要であり、学校支援教育行政

の中で適切に位置づけて活用することが求められております。本市の対応をお伺いいたします。 

 次に、学校給食における食育、地産地消の推進についてでございます。 

 2005年６月、食育の理念と方向性を示した食育基本法が成立し、この基本法に基づいて、国

は５年間の食育推進基本計画を策定・実施しております。その中の具体策として、朝食をとら

ない小学生をゼロにすることや、学校給食での地場産物の使用を全国平均21％から30％にする

ことなどを目標に掲げて、この目標を受けて学校給食における食育、地産地消の推進が活発に

なってきております。当議会におきましても食育に関する質問は何回も出されておりますが、

さきの通常国会で改正された学校給食法が来年の平成21年４月施行となり、学校給食の目的が

栄養改善から食育に大きくかじを切ることになりました。 

 改正法では、栄養教諭の役割を明確にし、食育の指導に当たることになり、さらには地場農

産物を給食に活用し、地域の食文化などの教育を行うよう求めており、その教材として学校給

食を位置づけております。食育が進むかどうかは栄養教諭の力量に負うところが大きいわけで

ございますが、本市の栄養教諭の配置状況とその効果についてお伺いをいたします。 

 そして、地産地消の推進は自治体による方針の明確化が重要な方策とされておりますが、本

市の方針をお聞かせください。 

 また、さきの６月議会の質問にもありましたが、ＪＡとの連携についてもお伺いいたします。 

 以上、前向きな御答弁をよろしくお願いいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 まず最初に、私の方からは携帯電話のメール配信についてお答えをさせていただきます。 

 携帯電話のメリットといたしましては、利用者のほとんどの方が常に身近に身につけておら
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れまして、即時に受信ができて、必要に応じまして検索が可能という点が上げられます。その

特性として、テレビとか固定電話は世帯向けという反面、携帯は個人専用という感覚からメリ

ットが上げられると思います。反面、デメリットといたしましては、携帯電話をほとんどの方

がお持ちでございますけれども、高齢者で年代が高い人はまだ持ってみえないというのが現状

でございますし、また利用者にとって、登録料は無料ではございますけれど、通話料の問題と

か、またお年寄りになりますと目がうとくなりまして字が小さいと、そういうようなことなど

が上げられるわけでございます。 

 しかしながら、携帯電話は手軽な端末で、大多数のさまざまな人に対していろんな場所で活

用ができます。また、情報を容易に入手することのできる端末とも言えます。携帯だけでのつ

ながりでは地域は成立はいたしませんが、不審者情報など、また地域のコミュニティーやボラ

ンティア、警察との連携なしでは情報の活用が機能しないことも事実でございます。 

 携帯向けのメール配信サービスについてでございますが、さまざまな配信のメニュー選択が

可能でありまして、情報メニューが多くなりますと登録利用者が増大してまいります。その反

面、維持費は増大しますが、導入に当たりましては、市民からの情報伝達の要求が高いもので

あるということで、選択すべきということが考えられるかと思っております。 

 次に２点目の先進地の状況でございますけれど、近隣自治体が持っておる関係でございます

が、愛知県におきましては、これは私どもが調べた範囲内でお許しがいただきたいと存じます

が、10市町がございます。近くにおきましては、美和町さんとか清須市さんもございます。ま

た、岐阜県におきましては２市１町、また三重県におきましては４市が取り入れておられます。 

 次に、防災に限っての一斉メールの利点の関係でございますけれど、私どもが検討いたして

おります配信システムの関係につきましては、システムサーバーをこの愛西市に置くのではな

くて、遠隔地に設定をいたし、震度７にも耐えることのできる施設内で運用していることと、

また災害時に大量に配信しても優先メール扱いとなりまして、いわゆる迷惑メールと電信会社

のシステムが間違うことのない配信が可能であるということが柱となっております。 

 次に、予定を計画しております配信の情報でございますけれども、気象情報、震度情報、そ

れから津波警報、注意報は自動受信となっておりますけれども、河川水位情報とか河川緊急情

報、これは避難勧告等の関係ですね、それから防犯情報とか、議員が言われました光化学スモ

ッグ情報などは、あくまで手入力での入力となります。 

 次に、予算の関係でございますけれど、あくまで概算金額ということでお許しがいただきた

いと思いますけれど、自治体向けの安全・安心メールシステムでございますけれど、これはオ

プション内容でも異なってまいりますが、初年度といたしましてはおおむね500万から600万ぐ

らいというようなことで考えております。というのは、それ以後は300万円ぐらいでいけるん

じゃなかろうかなと、このようなことで考えておるところでございます。 

 メール配信等については以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育部長（藤松岳文君） 

 それでは失礼をいたします。私の方から、教育行政についてということで、学校支援ボラン
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ティアのことについてお答えさせていただきます。 

 今年７月に文部科学省より、教育基本法の改正を受けまして、教育振興基本計画が通知され

ております。今後10年間を通じて、目指すべき教育の姿の実現に向けた多くの施策が示されて

おります。その中の一つで、社会全体で教育の向上に取り組むという基本的方向が示され、地

域ぐるみで学校を支援し、子供たちをはぐくむ活動などにより一層の推進を求める施策がござ

います。 

 学校の教育活動支援につきましては、先日の調査によれば、市内各小・中学校とも多くの地

域ボランティアの方々のお力により、授業の充実を図り、子供たちをはぐくむさまざまな活動

を展開しております。例えば、定期的に来校される読み聞かせボランティアグループ、昔の遊

びを低学年に教えていただけるお年寄り、サッカー等のスポーツ指導や、琴と三味線を子供た

ちに教えてくれる地域の人々など、子供たちも交流の場として楽しみにいたしております。 

 また、学校の環境整備支援として、物的整備では、市内各学校をＬＡＮケーブルで結ぶなど、

本市では他地区で見られないものがあります。さらに人的整備としては、例えば子供たちの登

下校などの安全・安心を確保するスクールサポートは、市全体で、４月現在ではございますが、

1,033名の方がボランティアとして登録されております。さらに、地域住民の参画を得て学習

活動や体験・交流活動を進める放課後子どもプランも２年目を迎えまして、ますます充実して

きております。今後は、県の指導を仰ぎながら、学校、家庭、地域がさらに連携を強化し、地

域ぐるみで学校を支援していく体制・組織づくりを進め、ますますの活動の充実を図っていき

たいと考えております。 

 次に、栄養職員の関係でございますが、現在、愛西市は６名の方がおいでになります。うち

１名が栄養教諭となっております。 

 そして、地産地消についてでございますが、教育行政についてという大項目の中の地産地消

というとらえ方でお答えさせていただきますが、学校給食で使用いたします地元産の野菜につ

いては、生産量に比べて非常に少量でありますので、量的に地消に貢献できる部分は非常に小

さいと考えておりますが、食料の自給率でありますとか、フードマイレージの考え方でありま

すとか、地場産業の育成など、多くの観点から教育的にアプローチすることが可能であると考

えております。したがいまして、学校給食を教材とした食育というものを今後とも進めていく

考え方でおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ＪＡとの連携につきましては、主食であります米については、従来からお知らせいたしてお

りますように、愛知県全域で地元のお米を地元の給食に提供できるようになっております。野

菜につきましては、さきの御質問でもお答えいたしておりますように、ごく少量のために、新

たな流通ルートを創設いたしましても採算的に困難なため、連携と言えるほどの結びつきは現

在持っておりません。よろしくお願いしたいと思います。 

○１４番（小沢照子君） 

 御答弁ありがとうございました。再質問をさせていただきます。 

 最初に、携帯電話のメール配信についてでございます。 
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 先ほど、高齢者、年代が高い方はあまり携帯電話をお持ちでないとか、または携帯電話は字

が小さいから見にくい、そういうお話でしたけれども、今はシニア用が大分普及しております

ので、その点は心配ないかと思います。 

 それで、御答弁の中で緊急時の場合の配信の内容をお聞きしましたが、平常時においての行

政情報、イベント情報などはいかがでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 平常時におきましては、私ども市のホームページでそういうようなイベント情報等は流させ

ていただいております。 

○１４番（小沢照子君） 

 それから受信料といいますか、通信料の件は、そんなに高価なものではないと思いますが、

個人が受ける場合の通信料はお幾らですか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 私どもが把握しておるのは、円単位で10円未満ということで理解いたしております。 

○１４番（小沢照子君） 

 本日の質問の先ほど、村上議員、また近藤議員からも災害や犯罪についての御質問がござい

ました。そういう有事のときのやはり迅速な伝達、これは非常に大切なことであると思います。

それと、これは私が体験したことですが、先月の下旬でしたか、大雨洪水警報が発令されまし

た折に同報無線で広報がありました。それで、その同報無線の広報の内容は大雨洪水警報が発

令された旨のお話でしたけれども、その後の情報をテレビやラジオで得てくださいというよう

なお話でしたけれども、その日は非常に雷がすごくて、私は特に怖がりなんですけれども、す

ごくて、もうテレビなど見ておれる状況ではなかったんですね。ちょうど私も偶然に本日の質

問の通告書を書いておりましたので、これはぜひともメール配信をしていただくべきだなとい

うことを思いましたけれども、市の対応といたしましては、今、前向きな御答弁をいただいた

ような気がしましたけれども、いかがでしょうか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 実はこのメール配信の関係でございますけれど、消防団員等もメール配信での非常呼集とい

うのもございます。また職員におきましては、災害というか、注意報、警報等が入った場合に

非常配備態勢もとります。そういうような中におきまして、現在は宿直が電話で各個人個人に

通知をいたしておるというのが現状でございます。そういうような中からも含めまして、私ど

もといたしましては、非常配備態勢にも、職員の非常呼集というようなことも中に入れたいと

いうのは常々思っておりますので、そういうようなことも含めた中で御答弁をさせていただい

たようなわけでございます。よろしくお願いします。 

○１４番（小沢照子君） 

 具体的ではないんですけれども、導入は考えておられますか、それとも全く考えていないの

か、ちょっと具体的にはっきりお答えいただきたいんですけど。 

○総務部長（水谷洋治君） 
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 私ども防災担当としては、とにかくやりたい一心でございます。 

○１４番（小沢照子君） 

 わかりました。 

 やはり携帯電話、俗に言う文明の利器の一つでございます。若い世代の住民の方々も、愛西

市もやはり文化都市だなというような思いがなさると思います。非常に今はメールの使用が活

発になってきておりますので、ぜひとも早期に導入をお願いしたいと思いますが、時期として

はいつごろになりますか。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 担当としてできる限り努力はさせていただくということで、御答弁にかえさせていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○１４番（小沢照子君） 

 わかりました。 

 今、初年度は設置する場合500万から600万というお答えでございました。毎年300万程度で

すので、やはり住民サービスとして、日割りにしますと１万円もかかりませんので、ほかの住

民サービスを出して恐縮でございますが、例えば巡回バスなど４地区を走っておりますけれど

も、ある地区におきましてはお１人の方が１回御乗車になるのに三千幾らかかっておりますね。

ですので、やはり住民サービスとして、１日数千円の予算でサービスができるわけですので、

また人命にもかかわるそういう迅速な伝達ができる、そのような利点がございますので、ぜひ

ともこの導入に向けては御努力をいただきたいと思います。市長、いかがでしょうか。 

○市長（八木忠男君） 

 多分来るかなと思っていましたけれども、担当と何かと思いました。タイミングが非常によ

ろしいようで、前年度から担当はもう検討をしておったようです。そんなことを聞きまして、

今御質問いただいた内容、あるいは他の質問の皆さん方にも情報手段というようなこともあり

ますので、よく先進地も勉強させていただいているようであります。あるいは、今、民間のそ

うした気象情報などは申し込んですぐ携帯で見れるようにもなって、そんな利用もしてみえる

方も多いようであります。まさに担当が一生懸命努力して進めているようでありますので、前

向きに検討してまいりたいと思っております。 

○１４番（小沢照子君） 

 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 次に、教育行政でございます。 

 教育部長の御答弁で、最後のＪＡとの連携でございます。これは６月議会におきまして村上

議員が御質問なさっておられますけれども、その中で教育部長の御答弁で、これから農協など

に働きかけ、実現に向けて努力していきたい旨の御答弁がありました。どのような御努力をな

さったのか、お聞かせください。 

○学校給食課長（小澤直樹君） 

 まずその以前の話を少しさせていただきたいと思います。 
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 学校給食で使っております野菜の量、先ほど部長の方から非常に少量でございますという御

紹介をさせていただきました。ちょっと数字を集計させていただきまして、その数字を御紹介

させていただきたいと思います。昨年、海部農協管内で出荷されました例えば大根ですが、概

算ではございますけれども、2,170トンほど出荷をされておみえのようでございます。それに

対しまして、給食で使いました大根の量というのは6.7トン、パーセントにいたしますとざっ

と0.3％ぐらいの量でございます。ニンジンなんかですと割とふだん使うわけですが、これに

つきましても出荷量1,180トンほどあるそうでございます。そのうちで私どもが使わせていた

だいておるのが13.9トン、比率でいきますとおよそ1.2％と。 

 こういう数字でして、私どもが頑張って今の倍を使いましたところで、大根につきましては

依然としてコンマ以下のパーセントというようなことで、私ども生産者団体等ともお話をさせ

ていただくんですが、学校給食のために別途のルートをつくる気は実はどこの団体もさらさら

ないというような状況であります。学校給食もいろんな、９ヵ所にお配りいただくという必要

もあります。納品していただく時間についても非常に厳しいものがありますので、やはりここ

の部分がどうしてもいまだにクリアできないなということで考えております。以上でございま

す。 

○１４番（小沢照子君） 

 ＪＡの関係でございますが、第24回ＪＡ全国大会（平成18年６月開催）で、食育基本法を踏

まえた食農教育の展開に取り組むことが決定なされました。その内容といたしまして、すべて

のＪＡは、ＪＡ食農教育プランを策定し、実践すると。２点目に、ＪＡ食農教育プランに基づ

き、食と農の体験・教育・交流に取り組む。３点目で、地場産農産物の学校給食への供給・利

用を促進する、これが柱となっております。このような内容でお話し合いはなさいましたです

か。 

○学校給食課長（小澤直樹君） 

 学校給食としましては、以前から切り口といたしましては地元の野菜を地元の子供たちに食

べさせてあげたいんだということでお願いをしてはおりますが、先ほど申し上げましたような

ところで、実際、ボランティア的な活動をしていただかないと、なかなか難しいところも出て

くるというようなところでございます。 

 それで、食全体ということにつきましては、最初の御質問にもございましたように、国も県

も食育推進計画というのを策定しておみえでございます。これを受けた形で愛西市でも実は今

準備作業をしておりまして、食の教育というものについては学校給食だけではなくて、乳幼児

は乳幼児のときの教育がございますし、青年期には青年期の教育がございます。同じように壮

年期、実年期と、それぞれで必要な部分というのはまた変わってございます。学校の教育の中

でやることにつきましては、栄養教諭を中心としまして随分進んできているなというのが実感

でございます。そんな中で、先ほど言いましたやはり流通ルート、これをどうやって確保して

いくのかということについては、またいろんな方々からもお知恵を拝借しながら、できるもの

ならやりたいということは重々考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○１４番（小沢照子君） 

 地場産物の使用の件ですが、自治体による方針の明確化というふうに出ております。これは

農林中金総合研究所が学校給食の地場産野菜供給に関する調査をいたしまして、学校給食で地

場産農産物を推進する上で重要な方策として、私も壇上で申し上げましたが、自治体によるそ

ういう方針の明確化を上げておりますけれども、今、方針の明確化は伺いましたでしょうか、

御答弁いただきましたでしょうか。それとも、まだありませんか、明確化になっておりません

か。 

○学校給食課長（小澤直樹君） 

 市としての方針を学校給食課が答えていいかどうかちょっとわかりませんが、先ほどの説明

の中で、愛西市としての食育推進計画を現在策定すべく作業中でございます。これにつきまし

ては一担当課ではなくて、先ほど御紹介させていただきましたような、各年齢層をすべて含ん

だような形でもって計画しようということで現在やっている最中でございますので、よろしく

お願いいたします。 

○１４番（小沢照子君） 

 市としてと言われましたが、教育部だからでしょうかね。 

 推進ができている自治体によりますと、学校給食で地場産農産物使用をだれが発案したかの

調査を行われました。７事例ありまして、時間がありませんからあれですけど、４事例は自治

体の首長の発案によるものであったと。そして、３事例では自治体の首長が生産者ないし農協

に提案しており、１事例では自治体の首長と農協の提案が一致したもので、既存の納入業者と

の共存関係を維持しつつ地場産農産物を使用するためにも、まず自治体として学校給食におけ

る地場産使用の方針を明確にする必要がある、このようになっておりますので本市の方針をお

伺いしたわけです。まだできておりませんか。 

○副市長（山田信行君） 

 この件につきましては、先ほど給食課長も申し上げましたように、現在市として食育推進委

員会だとか、その下に部会なども設けまして、それぞれ全庁体制、それぞれ関係する部局、保

健の部局だとか福祉の部局、教育、そして経済課の関係、そういったものが集まりまして今そ

の計画の策定に入っておるところでございますので、しばらく時間をいただきたいと思います。

もう間もなくそういったものをまとめていきたいと考えております。 

○１４番（小沢照子君） 

 わかりました。 

 それでは、先ほど栄養教諭が６名配置、これは栄養教諭は地方公共団体の設置者に任せられ

ておりまして、公立の小・中学校の場合ですと県費負担の職員さんになるということですけれ

ども、この６名で本市としては足りておりますか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 ちょこっと今誤解があったようでございます。本市におります６名というのは栄養士でござ

います。そのうちの１人が栄養教諭ということでございます。６名の栄養士がおりまして、そ
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のうちの１名が栄養教諭で、これは本年度、全県下市町村に１名ずつ配属されたものでござい

ます。 

○１４番（小沢照子君） 

 どちらにいたしましても、学校給食のそういう食育の推進に当たられるわけですね。それで、

その栄養士、栄養教諭１名、６名で携わっておられますけれども、これが足りますかとお聞き

しております。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 現時点では６名で足りておるところでございます。といいますのは、各地区に１人、それか

ら佐屋、佐織地区に２人ということでお見えですので、１人の持ち分の学校が３校ということ

ですので、現時点では足りておるということを考えております。 

○１４番（小沢照子君） 

 栄養教諭は、学校はもとより、地域の食育向上のかぎを握っております。地域に向けてはど

のような活動をされておりますか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 基本的には栄養士と同じ活動をしておるわけでございますけれども、それ以外に当然、食の

指導、あるいは栄養指導等々の中心になって働いておっていただくのが現状でございます。 

○１４番（小沢照子君） 

 地域での食育の向上に携わられるということになりますと、１名とか、栄養士さんで６名で

すか、少ないような気がして、なかなか、学校では足りているという御答弁ですが、地域の方

では活動が見えてこないんですね。そこら辺はどのように思っておられますか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 基本的には県からの配属でございますので、我々が要望はしてまいります、県の方へ。しか

しながら、県としての規模に対する配属でございますので、今はいたし方ないかなということ

を思っておるところでございます。ただ、彼女たちには一生懸命各学校を回って働くようには

お話をしてまいりたいと思っております。 

○１４番（小沢照子君） 

 ですのでお聞きしたんですね。要望をしないと、県の方、国の方でも事足りるとは申しませ

んが、今はそれでよしとしておられますので、要望をしていただいて、もっともっと地域の食

育の向上も目指していただきたいと思っております。やはり食育と申しますのは幅が広く、奥

が深いわけですので、これは習慣化されないと意味がなく、また継続していかないと全く価値

がないわけですね。ですので、自治体、また学校、地域の連携を密にしながら、常に状況の確

認をし合って、学校もそうですけれども、地域も食育が進んでいるなということが実感できる

ような、栄養教諭なり、いろいろ方策があるかと思いますけれども、実感できるような推進を

お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○副市長（山田信行君） 

 ごもっともな御意見でございまして、私ども新年度で管理栄養士を１人保健の部局で採用す
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ることを予定しておりますので、そういった職員がこの食育に関係する事務も担えるものであ

れば応援をさせまして、御期待に沿えるようなやり方を持っていきたいと考えております。 

○１４番（小沢照子君） 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、学校支援ボランティアの件でございます。 

 これは各学校で、もう一度再度お伺いするんですが、組織化されておるんでしょうか、いか

がですか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 現時点では組織化されておりません。本年度スタートいたしました議員のおっしゃいました

学校支援地域本部事業、これから３年間の間でやってほしいというようなことで国の方が示し

てまいりました。したがいまして、現時点、先ほど部長が申しましたように、各学校、いろん

なボランティアを使いながらやっております。それを少し拾い上げまして、今後、できるもの

ならつくっていきたいなと。地域本部の設置につきましては、基本的には中学校単位でつくる

というようなことでございますので、また学校の方へ呼びかけてまいりたいと、そんなふうに

思っております。 

○１４番（小沢照子君） 

 初歩的な基本的なことを伺いますが、学校の先生は授業のほかにどのようなお仕事があられ

ますか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 どのようなと言われますと、学校の仕事はすべて先生方がやられるわけですけれども、基本

的には、よく言われます、先生方が雑用だと言われるんですけれども、基本的には例えば出席

簿の集計であるとか、給食費の集計であるとか、帳簿の整理であるとか、そういうことを言わ

れるわけですけれども、現実にはそういったものも学校によっては事務の方でこなしておると

ころもありますし、軽減している部分が多々あるのではないかなと、そんなふうに思っており

ます。部活動につきましては、新しい指導要領につきましては教育の一環ということで、これ

が本務であるのか雑務であるのかと言われると、教員としてはやはりある程度はやっていかな

きゃならないものかなと、そんなふうに考えております。 

○１４番（小沢照子君） 

 学校の先生方が授業のほかに、今の言葉をおかりすれば雑用といいますか、そういうのに追

われて、本来の子供と向き合う、子供の本当にいろんな教育ですね、それに携わる時間が非常

に限られてきているというお話でございますね。ですので、またこういう学校支援ボランティ

ア事業というものもできてきたように聞いております。ですので、地域にはすばらしいいろん

な能力を持った方がおられます。今、団塊の世代の方もたくさんになりましたので、どんどん

活用をしていただけたら本当にありがたいと思います。 

 それで、本当はその成功例ですね、今学校でやっているというお話がありましたので、どう

いう内容のもので成功しているのか、あるいは、こういうことをやったんだけれどもちょっと
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いまいちだったとか、そういうことがあれば一つでもいいのでお聞かせください。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 特に先生方の中で支援していただいております一番のものは、音楽の授業に実は和の楽器を

使う授業というのがございます、琴であるとか。そういったものにつきまして、音楽の先生方

はほとんどがピアノを中心に卒業してみえます。したがいまして、そういうものをやっていか

れるときに、そういったものの支援をしていくのが一番の大きな例かなと思っておるところで

ございます。 

○１４番（小沢照子君） 

 そういう地域の教育力を学校に導入することによりまして、学校における多様な教育活動の

展開といいますか、そういうものを支援するとともに、そのことにより、やはり学校といいま

すと門戸が狭いような、聖域といいますか、そういう気もいたしておりますけれども、開かれ

た学校の実現にもなりますし、また地域に住む人たちのそういう学習成果といいますか、そう

いう学習成果をボランティア活動の中で生かしてもらう機会と場を提供する、そういうことで、

お互いが協力し合って学校と地域が一体となれる非常にメリットがあるわけでございますので、

この点も力を入れて推進していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて14番議員の質問を終わります。 

 次に、通告順位７番の１番・前田芙美子議員の質問を許可いたします。 

○１番（前田芙美子君） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問させていただきます。 

 有害情報から子供を守れでございます。 

 インターネット上の有害情報から子供を守るための法律案が議員立法によって立案され、６

月６日に衆議院、続いて11日には参議院において可決されました。その結果、法律として成立

し、来年から施行されます。 

 子供がインターネット上の有害情報にさらされている今、もう待ったなしの問題であります。

インターネットは、携帯電話やパソコンを通じて、時間や場所を問わずにさまざまな情報を提

供してくれる便利なツールです。今では大人のみならず、子供も幅広くインターネットを使っ

ています。しかし、一方で、出会い系サイトを通じた性犯罪や、学校裏サイトにおけるいじめ

を苦にした自殺などの痛ましい事件が発生しています。 

 有害情報の例として、出会い系サイト、学校裏サイト、自殺や家出を誘うような情報を載せ

たサイト、暴力などの残虐な画像を集めたサイト、動物に残虐な行為をした画像を集めたサイ

ト、毒物や麻薬情報を載せたサイト、犯罪を誘発するようなサイト、アダルトサイト、個人情

報を書き込ませ犯罪に悪用するサイト、オンライン詐欺サイトなどたくさんございます。 

 これらから子供を守るための法律ですが、この場合、18歳未満の青少年を「子供」といいま

すが、当初はインターネット事業者などが猛反対をしました。日本の将来を担う子供を有害情
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報から守り、インターネットの正しい利用を推進することの必要性について繰り返しの議論が

続けられ、その努力の結果、ようやく取りまとめられました。 

 その内容は、フィルタリングの普及・促進です。子供が見てもよいホームページを保護者が

あらかじめ選んでおいて、そのページだけを見られるようにする機能です。保護者の方が子供

の使う携帯電話やパソコンでフィルタリングが利用できるようにすることで、子供が出会い系

サイトや詐欺サイトなどにアクセスして事件に巻き込まれることを未然に防止できます。購入

時の新しいルールとして、携帯電話事業者やパソコンメーカーなどに対して、あらかじめフィ

ルタリングが使えるようにしておくことを義務づけることになりました。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 愛西市における小・中学生の携帯電話の保有数はどれだけでしょうか。また、先生や保護者

の方たちの意識はどんなものでしょうか。家庭、学校、地域社会などにおける有効な取り組み

や対策はなされていますか。 

 以上で、あとは自席での質問とさせていただきます。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 今の前田議員さんの御質問につきましてお答えをさせていただきます。 

 議員申されますように、いろんな事件が起きますと、常に今出てまいりますのがインターネ

ット、あるいは携帯電話等々のサイトの問題が出てまいります。しかし、まず一番に、我々が

すべてそれを把握することができないというのが第一にございます。恐らく親も子供の携帯か

らなかなか見つけ出すことができないだろう、あるいは学校においてもそれをすべて拾い上げ

ることはできないだろう、ただ現実に後になって出てくるものが多いのではないかなというの

が今の私の感じでございます。 

 それで、お尋ねのところでございますけれども、現在、中学校３年生でおよそ72.8％ぐらい

が携帯を保有しております。それから小学校の６年生で大体28.7％、30％弱でございます。そ

れが現時点の愛西市の様子でございます。 

 それから、先生や保護者の意識はどうかということでございます。特に各学校におきまして、

総合的な学習の時間や学級活動において、児童・生徒の発達段階に応じた情報モラル教育の指

導を進めておるのが今の現実でございます。したがいまして、先生方につきましても随分情報

モラルについては意識を持って進めておっていただくものと思っております。 

 それから家庭の方でございますけれども、これにつきましては、例えばＰＴＡの総会、ある

いは学級のＰＴＡ、あるいは保護者の方々が集まるところのお話の中で、保護者の方に今の現

状等をお話しさせていただいて、そしておうちの方で注意していただくようにというようなこ

とでお話ししておるのが今の現状でございます。以上です。 

○１番（前田芙美子君） 

 ありがとうございました。 

 小学生は意外と少ないんですね、保有数が。ちょっと少しほっとしました。 

 今、取り組み、学校や地域社会で取り組んでいらっしゃることの内容ですが、できればもう
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少し進んでやっていただきたいと思うことがございます。群馬大学の教授が小さな雑誌をつく

りまして、「携帯護身術」というんです。こんな程度のものなんですが、ここの中に、携帯、

インターネットを通じていろんな、みんな困ることが起きるんだよというようなことが載って

いるんですね。これを児童と保護者に配っていらっしゃいます。こういうのもいいんじゃない

かと思うんですね。意識をこういうものに向けていただけることで、気をつけようとしてもら

うことも大事じゃないかと思います。 

 あと、子供が使う携帯電話を購入する際に、必ずフィルタリングを使わなければならない形

でこの法律では渡されるようになります。また、「子供が使う携帯電話です」と申し出ること

が保護者の義務になります。この取り組みは、一部の携帯電話事業者がもう自主的に始めてい

ますが、さらに後押しするということで法律上の義務としてしっかりと定められました。今教

育長が言われたように、子供の年齢によってインターネットを見てもいいもの、いけないもの

というものがあると思います。例えば高校生、青少年に、このインターネットは見てはいけな

いと、小学生にはそれは通用するけど、その年齢には見せてもいいというものもありますので、

携帯電話の業者もそういう細かい、分けられるような技術的なこともやってくださっています。

パソコンの場合でも、販売される際からあらかじめ専用ソフトウエアをのせておくことをパソ

コンメーカーに義務づけ、買った時点から必ずフィルタリングが利用できるようになりました。 

 次に、書き込みサイトの件ですが、インターネットは名前を明かさなくても利用することが

できますが、一部の利用者はこの匿名性を隠れみのにして悪質な書き込みをすることがありま

す。アメリカではインターネットへの書き込みは自分の本当の名前を書くことが一般的ですが、

日本では残念ながら名前を伏せて匿名で書き込まれることがほとんどだと言われています。こ

のような日本の匿名文化が、インターネット上でのいろいろな問題を引き起こす背景にあるの

ではないかと思われます。例えば学校裏サイトでは、ネット掲示板に他人を中傷する書き込み

が匿名で行われ、いじめや自殺に発展し、問題となっています。この法律では、ネット掲示板

などを運営する事業者に対して、こうした有害な書き込みを見つけた場合には、速やかに削除

などの措置をとることを求めています。 

 私は、この法律を広く知っていただくための集会や講演会が必要ではないかと思います。今

現在の教育長が言ってくださっただけのことでは心配です。そういう皆さんを集めた特別な講

演会が必要だと思います。御家庭、学校、地域社会としての取り組みを進めていただきたいと

考えますが、いかがでしょうか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 大変貴重な御意見をいただきました。基本的には、私が思いますのは一番小さな規模、学校

の規模が一番いいのではないかなと。そこで講演会なり今のお話で、いわゆるインターネット

等、コンピューターに堪能な職員が必ず学校におりますので、そういった者を通じながら、今

の法律も含めて情報モラル等の講演会をやるのが一番ベターではないかなと。確かに地域も大

事でございます。大きくなればなるほど、来ていただく方は非常に少なくなります。学校で、

それぞれ発達段階に応じて、いろんな指導をしながら講演をやっていくのが一番ベターではな
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いかなということを思っておりますので、またその点につきましても学校の方へお話をしてい

きたいなと、そんなふうに思っております。 

○１番（前田芙美子君） 

 よろしくお願いいたします。 

 次に、有害情報でもう一つ心配なことがあります。オカルト漫画やパソコンゲームを漫画化

したミステリー作品には、殺人場面が多く、登場人物が刃物で首を切ったり、モデルガンで背

中を撃つシーンもあります。ＪＲの岡山駅ホームから、ことし３月、男性を突き落として死亡

させた18歳の少年も有害雑誌を多く持っていました。昨年５月、福島県で17歳少年が母親を殺

害し、頭部を持って自首するという猟奇事件が起こりましたが、ホラー映画や殺人本に強い影

響を受けていたことがわかりました。少年凶悪事件の原点とされる神戸児童殺傷事件では、14

歳の少年はレンタルビデオ店に出入りし、自室にこもって有害情報を見続けて殺人妄想を高め

たとされています。 

 いずれにしても、少年凶悪犯罪と有害情報が密接な関係にあるのは間違いないと思われます。

これらは私たちにとって遠いよその話ではなくて、身近で深刻な問題です。「うちの子に限っ

て」ではないと思います。未来を担う子供は、愛西市の宝、日本の宝です。普通に生活をして

いても、子供たちをねらうわながいっぱい仕掛けられてきます。もう一度お願いいたします。

有害情報の規制を急いでいただけませんか。 

○教育長（五冨利清彦君） 

 おっしゃられること、よくわかっておるつもりでございます。 

 それで、今の有害図書の方の関係につきまして、これは社会教育課の方が担当しております

青少年問題協議会というのがございます。そちらの方で有害図書についてはいろんな面で活動

しております。現時点で有害図書類等の陳列状況といいますのは、ちょっとこれは県下の調査

しかございませんので申しわけないんですけれども、海部郡、コンビニは106店舗ありまして、

調査数が45ということになっております。書店が10、ゲーム販売店、玩具店等はございません。

そんなことで、これが図書の販売ルートの中でございます。それから図書類の自動販売機の設

置状況で言いますと、海部郡は４ヵ所あるようでございます。155号線にあるのがそうなのか

な、ちょうど弥富のインターをおりて西の方へ向かってまいります、立田の方へ向かってまい

りますところにあるのがそうじゃないかなと、そんなふうに思います。それから有害図書の回

収につきましては、名鉄の佐屋駅、ここで19年度、図書216、ＤＶＤ28というふうに回収をし

ております。それから日比野駅91、９、ＪＲの永和駅277、64、渕高の名鉄駅68、11、町方115、

25、勝幡173、45、藤浪162、34、合計1,102冊の図書とＤＶＤ等を含んだもの216件ということ

でございます。 

 そんな中で、青少年問題協議会とタイアップいたしまして、また学校の方と十分に、学校の

先生方も何人か委員に入っておりますので、そこら辺のところを通じながら進めてまいりたい

なと思っております。 

○１番（前田芙美子君） 
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 ありがとうございました。 

 どうぞこれからもずうっとそういう有害図書を回収していっていただくことをお願いしまし

て、これで終わります。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて１番議員の質問を終わります。 

 次に、通告順位８番の11番・鬼頭勝治議員の質問を許可いたします。 

○１１番（鬼頭勝治君） 

 それでは、質問通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず大項目といたしまして第１点、愛西市の身の丈に合った財政基盤の確立をどのように進

めるか、第２点目として、巡回バスについてであります。 

 合併して４年目を迎え、特に最近、「第２の夕張」だとか「もったいない」とかいう言葉を

よく耳にいたします。愛西市行政の監視的な立場にある議員、また市民としてただならぬ言葉

と感じておりますが、それが事実なのか、ただのうわさだけで市民の不安や市政に対する批判

をあおるだけのものなのか、市民にわかりやすく本日は確認をしたいと考えております。 

 合併のとき、私も議員の立場で、住民に合併の必要性とかメリット、合併後の将来について

説明をしてまいりました。私の理解としては、単独での行政運営が厳しく、合併のメリットを

活用し、10年の中で行財政基盤を確立し、愛西市の一体性のあるまちづくりが進められるもの

と理解をしております。具体的には、10年間の交付税の優遇措置であったり、合併特例債であ

ったり、各種の合併補助金が大きなメリットとして上げられてまいりました。当然これらの活

用を図り、愛西市の行財政基盤を確立していくものと考えております。 

 よく、合併特例債も借金にかわりはない、だから無駄でもったいない。箱物整備に充てるの

は時代おくれで、第２の夕張になる。７割弱が交付税としていただけるが、それも先のことは

わからない。将来の子供たちに大きな負債を残すだけ。７年後には交付税が15億から20億に削

減される、さあ大変だ。いずれもすべてをネガティブに、個人的な先入観に近い、市政に対す

る不安材料を発掘しているだけではないでしょうか。どちらも合併時に市民に説明してきた大

きなメリットであり、優遇措置のルールであります。ただ、現実として、現在の予算規模195

億を先々には170億から180億程度にしていかなければならないと考えます。そのために、いろ

いろな面において効率を図り、今は皆で知恵を絞って一つ一つ愛西市のまちづくりを進めてい

くことが私たちの役割と考えております。「第２の夕張」とか「もったいない」とかのまくら

言葉で市民の不安をあおったり、住みにくいイメージをつくり上げることが私たちの仕事では

なく、多くの方々に安心で住みやすい市政を形成していくために努力することが真に必要と考

えております。 

 そこで質問であります。 

 先にお願いがあります。答えは市民にわかりやすくお願いをいたします。 

 愛西市の身の丈に合った行財政基盤の確立を進めていただきたい。一言で言いますと、量よ

り質を求めていくことだと考えております。それには、私は大きく三つの視点があろうかと考
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えております。一つ目は、組織体制をどう進めていくのか。私たち議員も、次回の選挙では24

名と６人減となります。これも個人的には、私個人としては厳しいなと思いますが、本当に24

人がいいのかどうかということをさらに議会として検討していくべきものであると考えており

ますが、愛西市の組織、職員数についてはどのように進めていかれるのか。二つ目は、施策の

展開であります。合併時には、サービスは高く、負担は低く、さらに１町村だけが実施してき

た事業を市の全体へと展開をしてまいりました。総合計画も策定され、今後はどう事業を展開

していくのか。三つ目は、公共施設をどうするかであります。現在、庁舎の検討がされており

ますが、他の施設も含めてどうするのか。以上３点について、具体的な数字は必要はございま

せん。政策として方向性や視点など、明確に、かつ簡単にお答えください。 

 次に、巡回バスについて質問をさせていただきます。 

 巡回バスの利用状況、利用実績と今後の改善についてをお尋ねいたします。 

 巡回バスの運行に当たっては、合併協議の約束のもと、市民サービスにおいて地域格差のな

いよう市内全体にと、平成19年９月１日より立田・八開ルートの運行が開始されました。開始

までには、検討委員会や事務担当において路線や巡回施設などいろいろと検討していただき、

運行が開始されましたことに地元議員としてありがたく感謝をしております。 

 さて、運行開始から１年が経過をしましたが、現在の状況としては、立田、八開地区の両地

域においては残念ながらあまり多くの方に利用されていないように聞いております。一方で、

従来から運行してきた佐屋、佐織地区の巡回バスを見ますと、当たり前のことではありますが、

利用者のニーズと行政サービスの目的が一致していることから、多くの方に利用されておりま

す。当然これまでにはいろいろな検討や改善がなされ、継続されてきたからこそ、今の利用状

況となっていると考えます。そこで、各地区、各ルートの利用状況、実績はどうなっているの

か、お尋ねをいたします。 

 また、これまでにも停車場所の増加や改善などいろいろ質問されてきておりますが、私も、

一人でも多くの市民の方に利用していただき、引き続き運行をお願いするものであります。そ

こで、１年経過して見えてきた課題を整理していただいた上で、一度視点を変えていただき、

改善などの検討をしていただきたいと思います。一つには、利用される方、対象者は運転免許

のない方であります。その方々のニーズを考えますと、学生の通学であったり、お年寄りの方

の憩いの場への参加であったり、病院または診療所への通院ではなかろうかと考えております。

その上に立って、運行時間などの量をふやすのではなく、目的を明確にしてターゲットを絞っ

て、運行時間もあわせて検討していただけないでしょうか。また、車を運転できる方もぜひバ

スを利用していただき、少しではありますが、ＣＯ2の削減、環境への配慮にもつながるもの

と考えておりますので、引き続き運行していただくことを前提に、効率と効果を上げれる改善

の検討をお願いするものであります。 

 そこで、１年経過しましたが、今後改善する計画はあるのでしょうかお聞きをしまして、質

問とさせていただきます。 

○企画部長（石原 光君） 



－１９８－ 

 まず大項目の、愛西市の身の丈に合った行財政基盤の確立をどのように進めるか、３点御質

問いただいておりますけれども、前後いたしますけれども、お許しをいただきたいと思います。 

 まず第１点目の、総合計画も策定され、今後はどう事業を展開していくのかという御質問を

いただいておりますけれども、まず総合計画の達成状況をいわゆる点検し、どう検証していく

かということが大切であるというふうに思っております。それで、総合計画に掲げております

生活課題につきまして、市が行う事務事業の目的から、それを実施することによりまして、短

期、中期、長期にわたりましてどのような成果を期待できるかを一つ一つ検証していくことが

大切ではないかなというふうに考えております。そして、当然、今年度から導入をしておりま

す有効性評価システム、これを導入しておりますので、その生活課題を改善するために各事務

事業が有効であるかどうかを点検し、より成果を上げるための手段、当然、新規事業、それか

ら既存の事務事業の改善、あるいは中には廃止というものも出てまいります。そういったもの

などを検証、検討しながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それから２点目の公共施設の問題でございますけれども、公共施設をどうするかについては、

御案内のとおり、行政改革の集中改革プランの中で公共施設の設置及び効率的管理運営の推進

を検討するということをうたっております。そして、施設の有効活用を目的といたしまして、

合併によりまして重複する公共施設について、いわゆるその利用目的や設置意義の観点から総

合的に検討し、統廃合、廃止、あるいは用途変更などを図るということをうたっておるわけで

ございます。そしてもう一つは、その施設管理に要する経費の節減やサービス向上を図る目的

で、いわゆる公の施設に指定管理者制度を導入するということも記述されております。いわゆ

るこの二つの目的、視点に立って検証を進めてきたところでございます。そして、それぞれの

施設の分野ごとに、当然、施設の規模、それから利用者数、あるいは管理経費などの現状を調

査し、整理いたしました基礎資料をもとに、そうした中で整理した課題、こういったものをプ

ロジェクトチームの方針案としてまとめて行政改革本部会議に提出をされたところでございま

す。 

 そして、検討を始めて１年が経過したわけでございますけれども、先ほど御質問にございま

した庁舎の問題もございます。庁舎と学校施設を除く、いわゆるそれ以外の公共施設の考え方、

いわゆる今後の方針について、施設白書といいますか、そういった白書がまとまりましたので、

最終日の全協に議長さんの方にお願いを申し上げましてそうした施設白書を報告書としてお配

りさせていただきたいなというように考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思いま

す。以上です。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 私の方からは、組織と職員数の関係について御答弁をさせていただきます。 

 組織につきましては、以前から申し上げてきておりますけれども、現状を認識し、また効率

的とか合理的な組織の整備に努めなければならないということを当初から考えておりまして、

現在も取り組んでおるところでございます。また、庁舎検討委員会が本年度設置されまして、

現在、今後の庁舎のあり方について検討をいただいております。どのような答申をいただくか
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ということは現時点ではわかりませんけれども、仮に庁舎のあり方が変更となってこれば、当

然それに伴った変更が生じてくるというようなことで思っておりまして、それの出た段階とし

てまた組織の検討を行っていくということで考えております。 

 次に、職員数の関係でございますけれども、愛西市の行政改革プランの中におきます第１期

の推進計画の中で、消防部門を除いた平成17年４月１日現在の職員数に対しまして、平成22年

度までに34人の職員を減員するという計画を持っておりまして、定年退職者以外での申し出も

ございまして、本年４月の段階におきましては、計画の20人に対しまして32人の減員がなされ

ております。今後も計画にとらわれることなく、真に必要な職員数を十分検討し、適切な定員

管理に努めてまいりたいと、このように考えておる次第でございます。 

 続きまして大項目の２番目の巡回バスについてでございますが、まず最初に、利用実績につ

いてのお尋ねでございますので、この１年間、一般的に言いますと４月から３月31日までとい

うのが本来の年度でございますが、何分、立田、八開地区におきましては９月１日から始まっ

ておりますので、平成19年の９月１日からことしの８月31日までの利用者数につきまして御報

告を申し上げます。まず佐屋地区でございますが、11万1,256人、立田地区でございますが

3,998人、八開地区でございますが2,910人、佐織地区におきましては１万2,618人、４地区合

わせまして13万782人が御利用をいただいたことになります。ちなみに、これは経費の関係で

ございますが、経費につきましては４地区合わせまして4,109万3,751円という数字が出ており

ます。 

 次に、今後の予定で視点を変えて改善する計画はあるかという御質問でございますけれど、

これにつきまして、ちなみに地区ごとに１人当たりの要した経費をちょっとはじいてみました。

そうしますと、佐屋地区につきましては、これは円単位……。 

○議長（加賀 博君） 

 総務部長、ちょっと待ってください。 

 ここで皆さんにお諮りをいたします。本日の会議時間は、記事の都合により、会議規則第８

条第２項の規定に基づき、会議を延長したいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間を延長することに決定いたしました。 

 総務部長、続けてください。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 それでは２点目の、今後、視点を変えて変更する計画はあるかということでございますが、

19年度に使っていただきました１人当たりの経費をちょっとはじいてみました。佐屋地区にお

きましては217円、立田地区におきましては2,521円、八開地区は3,458円、佐織地区は525円と、

このような数値、あくまで数値上ではございますが、この数字でございます。 

 それで、この現在のルートは、合併前から佐屋・佐織コースを参考にいたしまして、その水

準をもちまして立田・八開ルートを各地区１台のマイクロバスで運行することになったもので

ございまして、当然、１人当たりに要します経費の差はそれぞれの地区の特徴があるものと思
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っております。ちなみに、佐屋におきましては、温泉つきの老人福祉センターがございまして、

その人気に伴いまして、毎日のように巡回バスを御利用していただきまして福祉センターの方

へ行かれている高齢者が７割以上ございます。そういうような関係でバスの利用者が多くなっ

ておるものと推測いたしております。佐織地区におきましては、元来、福祉センターのバスで

ございました。福祉センターの利用が多くを占めておるわけでございますけれども、そのほか

にも駅の利用者もございます。立田地区でございますが、利用者は先ほど述べましたような数

ではございますけれども、庁舎とか、北部、南部の防コミ、また道の駅とか、佐屋駅などで利

用をいただいておるところでございます。八開地区におきましては、八開の福祉センターとか、

佐織の福祉センター、また町方とか藤浪駅、それと診療所等々でございます。 

 ちなみに、立田とか八開地区の利用者１人当たりのコストが高いというのは、人口が少ない

にもかかわらず同じようなマイクロバスで走行をいたしておりまして、利用者が多くても少な

くても同様に経費がかかるからだと思っております。また、立田地区でございますけれど、面

積も大変広うございまして、それにあわせまして、立田大橋を越えて福原地内にも運行をいた

しております。それにあわせまして、現在バスを走らせております幹線道路というのは集落が

少のうございまして、バス停から遠いというようなお言葉も届いておるわけでございます。 

 いずれにいたしましても、１年がたちました。私どもといたしましては、巡回バスの検討委

員会、これは走らせる前に組織しておりましたんですが、１年がたって、この９月24日に今年

度第１回目の検討委員会の御案内を申し上げております。今まで申し上げましたことを各委員

さんに御報告申し上げて協議をしていただきたいというようなことで思っておるわけでござい

ます。特に御提案したいと事務局で思っておりますのは、利用促進の方法とか、また運行時間、

経路、あと車両の関係等を今のところ考えております。 

 それから、議員が申されておりましたように、利用者とか対象者の関係で、運転免許のない

方ということで限定をしているものではございません。愛西市民というか、どなたでも御利用

いただいてもいいわけでございます。現実面で申し上げますと、７割以上が65歳以上の高齢者

ということで、福祉的な目的のもとに運行しているということも結果に出ていることと思いま

す。議員が言われておりますように、環境問題の関係もございます。当然、ＣＯ2の削減にも

努力すべきだということも考えておりますし、そこの中で言われております通学とか通院関係

ですね、市民のニーズは多種多様で、どこまで取捨選択ができるかというのは大変困難なこと

になるとは思っております。いずれにいたしましても、皆様方からいただいた声、またふれあ

い箱等の関係からもいただいておりますので、費用対効果をよく考慮した上で、改善すべきか、

改善しなくてもいいか、このようなことを十分検討して対処してまいりたいと、このように考

えておる次第でございます。以上です。 

○１１番（鬼頭勝治君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、まず行財政基盤の確立ということで質問させていただきました。これは企画部長

もいろんな場で何度となく説明されてきたことでございます。そういうことをなぜ私がここで
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改めてまたお聞きしたかということは、先ほども申し上げましたように、市民の不安といいま

すか、第２の夕張ということで、不安を払拭する意味で、確認の意味で質問させていただきま

したので、これに関しての再質問は控えさせていただくということでございます。 

 ただ１点、私が申し上げたいのは、財政健全化ということで、いろんな数字等が出てまいり

ます。私といたしましては、その数字も大切ではありますが、数字というのはあくまで私が思

うには目安であり、目標であって、すべてではないというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 次に、巡回バスについて質問させていただきます。 

 先ほど総務部長からるる御答弁がございました。そこで、費用対効果を考慮したら、先ほど

１人当たり立田は2,500円、八開は3,500円ほどかかっていると。民間バスであれば当然これは

廃止もされることとなるでしょうし、かつて走っていた名鉄バスも採算が合わなくて八開地区

も廃止されたという事実がございます。せっかく始められた巡回バス事業でございますので、

運行経費を有効に使用し、また住民の足となるべき運行形態をしていただきたいと考えており

ます。 

 ところで、近鉄弥富駅で木曽岬のバスが入っているということをお聞きしました。また先般、

９月３日の中日新聞に、稲沢市が、旧祖父江地区から稲沢のＪＲ駅や名鉄国府宮駅にコミュニ

ティバスが運行しているというのも見ました。そこで、木曽岬も町から離れ弥富市内まで乗り

入れておりますが、どういったものなのか御承知なら教えていただきたいなと思います。また、

こういった市内への乗り入れが可能であるならば、愛西市の巡回バスについても津島市内とか

へ入っていきまして、名鉄津島駅、津島市民病院等の移動が容易になるんじゃないかなと思い

ますが、そのような考えはあるかないかをお聞きいたします。 

○総務部長（水谷洋治君） 

 今、木曽岬町のことを御質問されましたけど、木曽岬町の経緯についてでよろしゅうござい

ますでしょうか。木曽岬町の関係でございますけれど、これにおきまして私どももちょっと関

心がございまして、木曽岬町の方にちょっとお尋ねをいたしました。木曽岬町におきましては、

議員が申されたように、以前は愛西市と同様に木曽岬は三重交通の路線バスが走っておったそ

うでございまして、採算問題等で平成19年３月をもって廃止とするという表明が出されたそう

でございます。そのことを受けまして、木曽岬町として廃止後はどのようにしたらいいかとい

うようなことで、検討会議を立ち上げられて検討をされたそうでございます。その結果、廃止

後におきましては従来どおり木曽岬町の負担で行いたいというようなことで、まず最初に、木

曽岬町だけではございませんので、木曽岬から近鉄の弥富駅が走っておりましたので、弥富町

さんの方へ調整に行かれ、弥富町さんの方としては問題もなくスムーズに了承されたというこ

とを木曽岬さんからは聞いております。 

 これは、そういうようなケースがございます。そこで愛西市においてもというようなお話だ

と思いますけれども、御存じのように、地形的にも大変、Ｃ型といいますか、いびつ状態にな

っております。佐屋、佐織の移動につきましては津島市を経由することが多く、また市内は施
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設交流等が多くございます。したがいまして、市民病院とか津島駅の関係等も、それが乗り入

れができるかできないかというようなこと、これは愛西市にとりましては、そこまでも津島市

さんとお話をしてやったこともございません。いずれにいたしましても、弥富さんが木曽岬さ

んのことでやられておりますので、相手の自治体こそは異なりますが、津島市さんもバスの方

を動かしてみえますので、津島市さんにお話しさせていただいて打診をしていきたいと、この

ように考えております。 

 それとあわせまして、この巡回バスにおきましては、愛知県におきましては地域振興部の県

の交通対策課、また国の機関といたしましては中部運輸局等がございますので、運行を進めて

いく上においてどういうようなことがいいか、よいアドバイスをいただくように行政機関とも

連携をとって進めていかなければ、愛西市独自で、また検討委員会の意見だけでは決めていけ

ないなというような気持ちでいっぱいでございます。よろしくお願いします。 

○１１番（鬼頭勝治君） 

 ありがとうございました。 

 私が言いたいことは、地域によって利用環境というのはやっぱり違うと思いますので、今後、

巡回バス運行検討委員会があるということですので、よく検討していただきまして、よりよい

巡回バスにしていただくことをお願いし、質問を終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

○議長（加賀 博君） 

 これにて11番議員の質問を終わります。 

 ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（加賀 博君） 

 お諮りをいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、散会したいと思います。これに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 御異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって散会することに決しました。 

 なお、12日は午前10時より開議し、一般質問を続行いたします。 

 本日はこれをもって散会といたします。御苦労さまでした。 

午後５時12分 散会 


